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主 文

１ 原告らの請求をいずれも棄却する。

２ 訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第１ 当事者の求めた裁判

１ 原告ら

(１) 被告高槻市は，原告Ａ及び原告Ｂを除くその余の原告らに対し，それぞ

れ１０万円及びこれに対する平成１６年８月２５日から支払済みまで年５

％の割合による各金員を支払え。

(２) 被告らは，原告Ａに対し，各自１００万円及びこれに対する平成１６年

８月２５日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。

(３) 原告Ｂと被告高槻市との間で，原告Ｂが高槻市多文化共生・国際理解教

育事業専門指導員たる地位を有することを確認する。

(４) 被告高槻市は，原告Ｂに対し，平成１６年４月から毎月末日限り，１３

万１９５７円を支払え。

(５) 被告高槻市は，原告Ｂに対し，１００万円及びこれに対する平成１６年

３月３１日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。

(６) 訴訟費用は，被告らの負担とする。

(７) (１)，(２)，(４)及び(５)について，仮執行宣言

２ 被告ら

(１) （本案前の答弁）

原告Ａの被告Ｃ，被告Ｄ，被告Ｅに対する請求をいずれも却下する。

(２) （本案の答弁）

原告らの請求をいずれも棄却する。
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(３) 訴訟費用は，原告らの負担とする。

第２ 事案の概要

本件は，① 原告Ａ及び原告Ｂを除く原告ら（以下「原告子どもら」とい

う ）が，被告高槻市による多文化共生・国際理解教育事業（当初，在日韓。

国・朝鮮人教育事業であったものを名称変更等したもの。以下「本件事業」

ということがある ）の縮小・廃止によりマイノリティーとしての教育を受。

ける権利を侵害され，精神的損害を被ったとして，被告高槻市に対し，国家

賠償法１条１項に基づき，それぞれ１０万円の慰謝料の支払いを求め，②

原告Ａが，被告らによる虚偽告訴と不当な配転命令により精神的苦痛を被っ

たとして，被告高槻市に対して国家賠償法１条１項に基づき，被告Ｃ，被告

Ｄ及び被告Ｅに対して民法７１９条及び７１０条に基づき，連帯して１００

万円の慰謝料の支払いを求め，③ 原告Ｂが，被告高槻市による雇止めは不

当な目的に基づく無効なものであるとして，同市に対し，地位確認と雇止め

以降の賃金毎月１３万１９５７円及び国家賠償法１条１項に基づく慰謝料１

００万円の各支払いを求めた事案である。

１ 前提となる事実（証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない ）。

(１) 当事者

ア 被告高槻市は，同市における教育事業を担う組織として高槻市教育委

員会（以下「市教委」という ）を設置している。。

被告Ｃは高槻市長，被告Ｄは市教委の教育長，被告Ｅは平成１６年３

月末日まで市教委社会教育部青少年課主幹の地位にあり，その後，市教

委社会教育部次長を経て，市教委事務局理事兼教育政策室長の地位にあ

る者である（乙２４ 。）

イ 原告子どもらは，日本，韓国，中国，ブラジル，ベトナム，フィリピ

ン，米国等の国籍，又はこれらの二重国籍を有し，民族的出自も一方の

， ，親が日本以外にある者 両親ともに日本以外である者など多様であるが
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いずれも本人又は親の国籍が日本以外，あるいは民族的出自が日本以外

の者である（弁論の全趣旨 。）

なお，原告子どもらのうち数名は，本件訴訟係属中に成年に達してい

る（いずれもそれぞれの本国法による 。。）

ウ 原告Ａは，平成４年４月１日，市教委の正職員として採用され，本件

事業に従事していたが，平成１５年４月１日の人事異動により，ａ図書

館業務等に従事している者である（弁論の全趣旨 。）

エ 原告Ｂは，平成１２年４月１日，市教委から地方公務員法３条３項３

号の非常勤職員として１年間の委嘱を受け，その後，平成１３年４月１

日，平成１４年４月１日，平成１５年４月１日にそれぞれ１年間の委嘱

期間の更新を受け，平成１６年３月３１日まで，多文化共生・国際理解

教育事業専門指導員として勤務していた者である（弁論の全趣旨 。）

(２) 本件事業の発足とその後の経緯

ア 被告高槻市の在日外国人教育は 昭和４２年 高槻市立第６中学校 以， ， （

下「高槻６中」という ）で，厳しい差別や生活実態のために生じてい。

る生活の荒れと低学力を克服する取り組みとして始まった。

， （ 「 」 。）学校内に 在日韓国・朝鮮人子ども会 以下 学校子ども会 という

が設置され，その活動を通して，在日韓国・朝鮮人生徒の民族的自覚と

誇りを高めるとともに，日本人生徒が共に学ぶことを通して偏見や差別

意識をなくし，豊かな人権意識を育てる取り組みが行われた。

（以上，甲６）

イ 昭和４７年，高槻６中を卒業した在日韓国・朝鮮人青年たちの手に

よって，高槻むくげの会が設立された。

高槻むくげの会は，在日韓国・朝鮮人が多数居住する地域で地域子ど

も会，高校生の会，日本語識字教室を実施し，各種啓発活動に取り組ん

できた。
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（以上，甲６，弁論の全趣旨）

ウ 昭和５７年，市教委は，在日韓国・朝鮮人問題取り組みについての教

育基本方針（以下「本件基本方針」という ）を制定した。。

本件基本方針では 「在日韓国・朝鮮人の生活と権利の保障について，

は，国の抜本的な施策を求めるとともに，市の施策等と相まって在日韓

国・朝鮮人の教育課題の解決に一層努めなければならない 」との基本。

認識が示された。

そして，学校教育分野では，重点目標として 「① 在日韓国・朝鮮，

人児童・生徒の在籍数が比較的多い学校においては，学校に在日韓国・

朝鮮人子ども会を設置し，その活動を学校教育課程外特別活動として位

置づけ，その保障に努める，② 子ども会の推進には，基本的に同胞の

指導員の配置と援助が必要である，③ 在日韓国・朝鮮人の教育を充実

させ，効果的に推進するには，教職員の指導力の向上をはかる必要があ

る 」等が掲げられた。。

また，社会教育分野では 「① 在日韓国・朝鮮人問題に対する正し，

い認識がはかれるよう，地域社会や市民に対して啓発に努める，② 在

日韓国・朝鮮人の社会生活を向上させるため，子ども・青年，婦人等，

各々に適応した学習機会の提供や活動の助成を行う 」とされた。。

（以上，甲５）

エ 昭和６０年８月１日，市教委は，在日韓国・朝鮮人教育事業を発足さ

せ，市教委内の社会教育事業部青少年課を担当部署として，それまで高

槻むくげの会が取り組んでいた地域子ども会，日本語識字教室，高校生

の会などの事業及び既に実施されていた学校子ども会を市教委の直営事

業とした。

市教委が実施した在日韓国・朝鮮人教育事業の概要は，次のとおりで

あり，その後，実施内容に若干の変化はあったものの，平成１３年度ま
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では概ねこの概要に沿って事業が進められた。

在日韓国・朝鮮人教育事業発足時（昭和６０年８月）の概要

事業 事業実施日 時間 場 所 指導体制

学校子ど 毎週火曜日 学校が指 １中，２中，６中，８中の４校 正職と非常勤が対応

も会 定する時 で実施 （４人）

中学校 間（ ）

学校子ど 毎週金曜日 学校が指 磐手小，高槻小，芥川小の３校 正職と非常勤が対応

も会 定する時 で実施 （３人）

小学校 間（ ）

日本語識 毎週月，木 午後０時 青少年課分室 報償費対象指導員５名

字中央教 から３時 が対応

室 まで

日本語識 毎週火 木 午後７時 成合北の町自治会館 報償費対象指導員２名， ，

字成合教 土 から９時 が対応

室 まで

地域子ど 毎週月 水 午後４時 中央地区，別所地区，成合地区 正職，非常勤，及び報， ，

も会 土 から９時 償費対象指導員の６名

まで が対応

学校長期休暇期間は月曜から土曜まで，午前９時から 正職，非常勤，及び報

午後１時まで実施 償費対象指導員の９名

が対応

日曜日等に特別活動の実施 正職，非常勤，及び報

償費対象指導員の９名

が対応
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高校生の 毎週火，金 午後７時 青少年課分室 報償費対象指導員１名

会 から９時 が対応

まで

（報償費対象指導員とは単価１０００円/時間の報償費を得て指導に当

たる指導員のこと）

オ 平成４年，被告高槻市と市教委は，在日韓国・朝鮮人教育事業の改革

についての論議を始めた。

この改革論議は 当初 在日韓国・朝鮮人教育事業の社会教育分野 地， ， （

域子ども会，日本語識字教室，高校生の会など）の改革を目的としてい

たが，その後，在日韓国・朝鮮人教育事業を日本社会の国際化による外

国人市民の教育にも対応できるよう改革する必要があるとして，本件基

本方針を改訂する方向で進められた。

平成１０年，在日韓国・朝鮮人教育事業運営委員会に，在日韓国・朝

鮮人教育改革推進会議提言が提出され，平成１１年，市教委は，高槻市

在日外国人教育にかかわる教育基本方針策定委員会（以下「基本方針策

定委員会」という ）を発足させた。。

カ 他方，市教委内部では 「人権教育のための国連１０年高槻市行動計，

画」に基づき，高槻市人権基本方針の策定が論議されており，平成１０

年９月には，人権教育基本方針が決定された。

さらに，市教委は，人権教育基本方針だけでは具体性に欠けることか

ら，具体的な施策となる人権教育推進プランの策定を目指していた。

キ そこで，基本方針策定委員会は，平成１２年４月，それまでの在日韓

国・朝鮮人教育事業改革論議の成果を反映させる形で，人権教育推進プ

ランを完成させた。

ク 人権教育推進プランは 「在日外国人教育の推進」の項で 「在日外， ，

国人教育を推進していくため，これまでの手法と実績を活かし，在日韓
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国・朝鮮人教育事業を，多文化共生教育の視点に立って，２１世紀に対

応できる在日外国人教育事業として発展させるよう努めます 」と述べ。

ている。

そして，学校教育分野では 「① 教育を受ける権利の保障，② 在日，

韓国・朝鮮人教育の推進，③ 渡日外国人児童生徒や複数の文化を受け

継いでいる児童生徒の教育の推進，④ 多文化共生教育の推進」を課題

として掲げ，社会教育分野では 「① 多文化共生社会づくりの推進，，

② 児童生徒の活動への支援，③ 啓発活動の推進」を課題として掲げて

いる。

（以上，甲６）

ケ 人権教育推進プランの策定とほぼ同時に，在日韓国・朝鮮人教育事業

は，多文化共生・国際理解教育事業へと発展的に解消された。

なお，平成１４年度の多文化共生・国際理解教育事業の内容は，次の

とおりであった。

平成１４年度の多文化共生・国際理解教育事業の概要

事業 事業実施日 時間 場 所 指導体制

学校子ど 毎週火曜日 学校が指 １中，２中，６中，８中，芝谷 正職と非常勤，及び報

も会 定する時 中の５校で実施 償費対象指導員の５名

中学校 間 が対応（ ）

学校子ど 毎週金曜日 学校が指 磐手小，北日吉台小，日吉台小 正職と非常勤が対応

も会 定する時 の北部３校で実施 （３人）

小学校 間（ ）

日本語識 毎週月，木 午後０時 青少年課分室 報償費対象指導員５名

字教室 から３時 が対応

まで
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地域子ど 毎週月，水 午後４時 中央地区，北部地区，柱本地区 正職，非常勤，及び報

も会 から９時 （水曜日 ，牧田地区（月曜日 償費対象指導員の６名）

まで の４時から６時まで ） が対応）

毎週土曜日に合同子ども会，民族文化講座を中央地区 正職，非常勤，及び報

で実施（午前１０時から午後３時まで） 償費対象指導員の６名

が対応

土曜日，学校長期休暇日に特別活動を実施 正職，非常勤，及び報

償費対象指導員の９名

が対応

高校生の 毎週火曜日 午後７時 青少年課分室 報償費対象指導員１名

会 から９時 が対応

まで

（報償費対象指導員とは単価１２００円/時間の報償費を得て指導に当た

る指導員のこと）

コ 平成１３年９月，市教委は，在日外国人教育の今後の在り方について

（提言 （以下「平成１３年の提言」という ）を作成した。） 。

，「 ， ，この提言は ２１世紀を迎えた現在 在日外国人にかかわる施策は

今までの在日韓国・朝鮮人のみを対象とした取り組みから，広く日本人

の内なる国際化に向けた施策や，新たに渡日してきた在日外国人をも対

象にした施策に転換していくことが求められている。こうした時代と社

会のニーズに対応すべく，教育事業の見直しを行い，多文化共生の社会

づくりを進める事が大切である 」と述べている。。

そして，今後の方向性として 「学校教育全般を通した取り組みを展，

開し，全ての小中学校で多文化共生・国際理解教育を実施していくこと

が求められており，現在のような８校に限定した学校子ども会活動への

行政的支援は廃止することが望ましい 「地域子ども会や高校生の会。」
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の活動に参加している児童・生徒の減少により活動そのものが成立しに

くい実態が出てきている上，在日韓国・朝鮮人生徒については一定の成

果をあげてきたことから，今後は多文化共生の社会作りにむけた新たな

事業展開に移行していくことが求められており，地域子ども会活動等へ

の行政的支援は廃止することが望ましい 」としている。。

また 「在日韓国・朝鮮人一世を対象にしてきた日本語識字教室も，，

現在では受講生の高齢化が進み，当初の文字を修得するといった目的か

ら，受講生とボランティアとの交流の場になっていたり，受講生にとっ

ての憩いの場になっている面もあり，行政的支援の役割を終えていくこ

とが望ましい 」としている。。

（以上，甲７）

サ 市教委は，平成１４年度の多文化共生・国際理解教育事業に対する予

算を大幅に削減し，平成１５年３月３１日には，学校子ども会，高校生

の会を全廃し，多文化共生・国際理解教育事業に関わる正職員を２名か

ら１名に減員し，非常勤職員を２名から１名に減員した。

(３) 報償費に関する刑事告訴

ア 平成１４年１２月２７日 被告高槻市の市長は 市教委が多文化共生・， ，

国際理解教育事業の一環として実施していた日本語識字教室の運営にお

いて，日本語指導員に対して支払っていた報償費約３２万円が騙し取ら

れたとして，高槻警察署に対し，被疑者不詳のまま，刑事告訴を行った

（以下「本件告訴」という 。。）

イ 本件告訴に伴い，報償費の支払事務を担当していた原告Ａは，高槻警

察署から，被疑者として事情聴取され，家宅捜索を受けた（甲２００の

１ 。）

(４) 原告Ａの配置転換

原告Ａは，平成４年４月１日，市教委の正職員として採用され，社会教
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育部青少年課にて本件事業に従事していたが，平成１５年４月１日，ａ図

（ 。 「 」 。）。書館への異動を命ぜられた 弁論の全趣旨 以下 本件配転命令 という

(５) 原告Ｂの雇止め

ア 原告Ｂは，平成５年４月１日から，被告高槻市の行う在日韓国・朝鮮

人教育事業にアルバイト職員として関わってきた。

イ その後，原告Ｂは，非常勤職員採用試験を受験し，平成１２年４月１

日，次の条件で，市教委に非常勤職員として採用され，その後，平成１

３年４月１日，平成１４年４月１日，平成１５年４月１日から，それぞ

れ１年間ずつ委嘱期間は更新された。

職務内容 多文化共生・国際理解教育事業専門指導員

委嘱期間 １年

勤務時間 週２９時間

ウ 市教委は，原告Ｂに対し，平成１６年３月３１日以後は契約を更新し

ない旨を通知した（以下「本件雇止め」という 。。）

２ 争 点

(１) 原告子どもらの請求について

ア 権利侵害の有無 ‥‥‥争点１

イ 原告子どもらの損害 ‥‥‥争点２

(２) 原告Ａの請求について

ア 被告Ｃ，被告Ｄ及び被告Ｅに対する請求の可否 ‥‥‥争点３

イ 本件告訴の違法性 ‥‥‥争点４

ウ 本件配転命令の違法性 ‥‥‥争点５

エ 原告Ａの損害 ‥‥‥争点６

(３) 原告Ｂの請求について

ア 本件雇止めの違法性 ‥‥‥争点７

イ 原告Ｂの損害 ‥‥‥争点８
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第３ 争点に関する当事者の主張

１ 原告子どもらの請求について

(１) 争点１（原告子どもらに対する権利侵害の有無）について

【原告子どもらの主張】

ア マイノリティの教育権

(ア) 原告子どもらはマイノリティであること

日本社会における多数者（マジョリティ）は，国籍が日本でありか

つ両親及びその祖父母のルーツもすべて日本に持つ者である。

これに対して，原告子どもらは，国籍が外国籍であったり，両親や

その祖父母のルーツが外国にあるなどして，日本社会のマジョリティ

とは異なった言語や文化などを享有するマイノリティである。

国際規約をはじめ以下の条約及び法律によって，マイノリティたる

原告子どもらには 以下のとおり 公の費用負担のもと マイノリティ， ， ，

としての教育を受け，マイノリティの言語を用い，マイノリティの文

化について積極的に学ぶ環境を享受できる権利（以下「マイノリティ

の教育権」という ）が保障されている。。

(イ) 自由権規約２７条

a 日本において昭和５４年８月４日に発効した市民的及び政治的権

利に関する国際規約（以下「自由権規約」という ）２７条は 「種。 ，

族的，宗教的又は言語的少数民族（マイノリティ）が存在する国に

おいて，当該少数民族に属する者（マイノリティ）は，その集団の

他の構成員とともに自己の文化を享有し，自己の宗教を信仰しかつ

実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない」と定めてい

る。

b 平成４年１２月１８日に国連総会において採択された「民族的，

宗教的 言語的マイノリティに属する人々の権利に関する宣言 以， 」（
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下「マイノリティ権利宣言」という ）は，自由権規約２７条の規。

定を具体化したものであり，同宣言の条項の解釈を示したコメンタ

リーは，自由権規約の重要な解釈指針となるものであるところ，マ

イノリティ権利宣言２条は，自由権規約２７条の「否定されない」

というネガティブな表現を 「権利を有する」というポジティブな，

表現に変え，国家の義務を以下のとおり定めている。

(a) マイノリティ権利宣言１条は １項で 国家は マイノリティ， ，「 ，

の存在とその民族的，文化的，宗教的，言語的アイデンティティ

を保護し，そのアイデンティティを促進するための条件を助長し

なければならない 」とし，２項で 「これらの目的を達成する。 ，

ために適当な立法その他の措置をとらなければならない 」と定。

めるところ，コメンタリー３０項は，上記２項がいう「適当な立

法その他の措置」に関して 「何が適当な措置を構成するかにつ，

， 。いて 国家がマイノリティの意見をきくことが重要不可欠である

異なるマイノリティは異なるニーズを持つ可能性があり，それら

のニーズは考慮に入れなければならない 」としている。。

(b) マイノリティ権利宣言４条１項は 「国家は，あらゆる人権と，

基本的自由を，法の前においてまったく平等に，十分かつ効果的

。」に行使できるよう確保するための措置をとらなければならない

と規定し コメンタリー５５項は 時限的な優遇措置 アファー， ，「 （

マティブ・アクション）をとる必要がある 」としている。。

(c) マイノリティ権利宣言４条２項は 「国家は，マイノリティに，

， ， ， ， ，属する人びとがその特性を表し 自らの文化 言語 宗教 伝統

習慣を発展させ得る有利な条件を創るための措置をとらなければ

ならない 」と規定し，コメンタリー５６項は 「マジョリティ。 ，

の文化や言語の発展のために資金提供するのと同様に，国家はマ
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イノリティの同じような活動に対して資源を提供しなければなら

ない 」としている。。

(d) マイノリティ権利宣言４条３項は 「国家は，マイノリティに，

属する人びとが自らの母語を学んだり，母語で教育を受ける十分

な機会を得られるように適切な措置をとる 」と規定し，コメン。

タリー６３項は 「国家は，マイノリティ言語の教授を保証でき，

る教育機関の存在を保証し，資金を提供することを要請されるで

あろう 」としている。。

(e) マイノリティ権利宣言４条４項は 「国家は，マイノリティの，

歴史，伝統，言語，文化の知識を助長するための措置をとる」も

のと規定し，コメンタリー６６，６７項は 「多文化教育と異文，

化間の教育の両方が必要である 「マイノリティの歴史，伝統，。」

文化に関する知識を社会全体が持つことを奨励することで，異文

化間教育を要請している 」としている。。

(f) マイノリティ権利宣言５条は 「国家の政策と計画は，マイノ，

リティに属する人びとの正当な利益に妥当な考慮を払って立案さ

れ，実施されなければならない 」としている。。

c 平成６年４月６日に自由権規約委員会で採択された一般的意見２

３（５０）６.１（以下「一般的意見２３」という ）も 「自由権。 ，

規約２７条では否定的表現が用いられているが，同条は 『権利』，

の存在を認め，この権利が否定されないことを要求している。した

がって，締約国は，この権利の存在及び行使が否定又は侵害されな

いよう保護されることを確保する義務を負う。このため，立法，司

法又は行政のいずれの当局によるかを問わず，締約国自身の行為に

対してだけではなく，締約国内の他の者の行為に対しても，積極的

な保護措置が必要とされる 」として，締約国の義務が消極的な不。



14

作為義務に止まらず，権利の享有を妨げ又は損なう諸条件を是正す

るために必要な措置を採る積極的作為義務を伴うことを明らかにし

ている。

d そして，自由権規約は，特段の立法を待つまでもなく，国内法と

， 。しての効力を有しており 日本の裁判所における裁判規範性がある

(ウ) 社会権規約１３条

日本において昭和５４年９月２１日に発効した経済的・社会的及び

文化的権利に関する国際規約（以下「社会権規約」という ）１３条。

１項は，すべての者に教育を受ける権利を認め 「 教育によって），（

諸国民の間及び人種的，種族的又は宗教的集団の間の理解，寛容及び

友好を促進すること」を締約国の義務として定めている。

(エ) 児童の権利条約３０条

日本において平成６年５月１６日に発効した児童の権利に関する条

約（以下「児童の権利条約」という ）は，２８条で教育についての。

権利，２９条で教育の目的を定め，３０条で「種族的，宗教的若しく

は言語的少数民族又は原住民である者（マイノリティ）が存在する国

において，当該少数民族に属し又は原住民（マイノリティ）である児

童は，その集団の他の構成員とともに自己の宗教を信仰しかつ実践し

又は自己の言語を使用する権利を否定されない 」と規定している。。

(オ) 人種差別撤廃条約５条

日本において平成８年１月１４日に発効したあらゆる形態の人種差

別撤廃に関する国際条約（以下「人種差別撤廃条約」という ）は，。

すべての人権の分野において人種及びこれに類似する事由による差別

の撤廃を目的とし，５条において 「特に次の権利の享有に当たり，，

人種，皮膚の色，又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに，

すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束
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する 」と定め 「教育及び訓練を受ける権利」を列挙している。。 ，

(カ) 憲法２６条

憲法２６条１項は 「すべて国民は，法律の定めるところにより，，

その能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有する 」と定めてい。

る。

この憲法の規定を受け，平成１８年法律第１２０号による全部改正

前の教育基本法（以下「旧教育基本法」という ）３条１項は 「す。 ，

べて国民は，ひとしく，その能力に応ずる教育を受ける機会を与えら

れなければならないものであって，人種，信条，性別，社会的身分，

経済的地位又は門地によって，教育上差別されない 」と規定し，教。

育の機会均等を定めている。

これらの規定は，国民とくに子どもたちが教育を受けることにより

自己を発達させるために学習をする権利（学習権）を保障した規定で

ある。

国内法的効力がある自由権規約２７条，社会権規約１３条，児童の

権利条約２８条ないし３０条，人種差別撤廃条約５条においてマイノ

リティの教育権が定められていることからすれば，憲法２６条１項が

保障する子どもの学習権には，マイノリティの子どもたちがマイノリ

ティとしての教育を受ける権利が含まれているというべきである。

(キ) 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律５条は，地方公共団体の

責務として 「地方公共団体は，基本理念にのっとり，国との連携を，

図りつつ，その地域の実情を踏まえ，人権教育及び人権啓発に関する

施策を策定し，及び実施する責務を有する 」と定めている。。

ここでいう「人権教育」とは 「人権尊重の精神の涵養を目的とす，

る教育活動」をいい（同法２条 ，当然，マイノリティがその人権を）
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尊重され，自らのアイデンティティに誇りを持つことのできる教育を

含んでいるものと解される。

イ 被告高槻市におけるマイノリティの教育権の確立と侵害

(ア) 教育権の確立

前記アのとおり，原告子どもらには，自由権規約２７条，社会権規

約１３条，児童の権利条約３０条，人種差別撤廃条約５条，憲法２６

条１項，人権教育及び人権啓発の推進に関する法律５条により，マイ

ノリティの教育権が保障されている。人権教育及び人権啓発の推進に

関する法律５条によれば，地方公共団体には，地域の実情を踏まえ，

人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し，実施する責務が存する

ところ，被告高槻市において，マイノリティの教育権は，昭和５７年

の本件基本方針の制定，昭和６０年以来の在日韓国・朝鮮人教育事業

の実施，平成１０年の人権教育基本方針の制定，平成１２年の人権教

育推進プランの策定と多文化共生・国際理解教育事業の実施（具体的

には，学校子ども会や地域子ども会等の実施）により，具体的な権利

として確立されていた。

(イ) 教育権の侵害

しかるに市教委は，平成１３年の提言に基づき，平成１５年３月３

１日をもって本件事業の廃止・縮小を強行した。

具体的には，学校子ども会，高校生の会は全廃，地域子ども会の事

業は概ね週３回の活動を週１回に縮小した。また，外国人児童・生徒

らは市内全域に広範囲に散在することから，地域子ども会への参加を

， ，保障するためには 活動場所までの送迎態勢を確保する必要があるが

市教委は子どもたちの送迎を禁止して，子どもたちの活動参加を意図

的に抑制した。さらに，本件事業にかかわる職員を正職員２名から１

名に減員し，非常勤職員も２名から１名に減員した。予算規模で言う
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と，約１１７４万円から約６２４万円へとほぼ半減した。なお，縮小

にとどまった部分も，将来的には廃止するとした。

しかし，平成１３年の提言は，市教委の審議・決裁を受けず，小中

学校校長会，小中学校教頭会，学校子ども会設置校代表者，教育関係

機関代表者，在日外国人の当事者団体代表者，教育委員会，市長部局

関係部署の代表者といった関係諸団体代表者や有識者との協議も経ず

に作成されたものであって，何ら法的拘束力を持つものではない。

また，社会権規約委員会は，締約国の条約履行義務に関して発表し

た一般的意見３（以下「一般的意見３」という ）において，締約国。

は規約の実現のために行動をとる義務があり，立法その他の措置を講

， ，じる義務自体 締約国に課せられる即時的義務であると明言しており

条約に基づく義務を履行するために実施した措置については，それを

打ち切ったり，縮小するなど，後退的な措置をとることは許されない

というべきである。

したがって，市教委による本件事業の廃止・縮小は，原告子どもら

に保障されたマイノリティの教育権を侵害し，一般的意見３にいう後

退的措置の禁止に触れるものであって，違法である。

(ウ) 債務不履行

また，本件事業は，原告子どもらにマイノリティの教育権を保障す

るものであるところ，原告子どもらと被告高槻市とは本件事業を通じ

て公法上の契約関係に入ったというべきであり，被告高槻市には本件

事業によって提供されていた行政措置を継続的に提供する義務がある

というべきである。

それにもかかわらず，一方的に本件事業を廃止・縮小する行為は，

被告高槻市による債務不履行である。

少なくとも，被告高槻市は，本件事業を廃止・縮小する必要性がな
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いのに，代償措置を取ることもないまま，市教委の決定による人権教

育基本方針・人権教育推進プランを事務方レベルの協議のみで，本件

事業を利用していた外国人生徒・児童ないしその親権者ら及びその他

の利害関係者に対する説明もなく一方的に廃止・縮小した点で，本件

事業について変更を行う際に負担すべき注意義務に違反している。

【被告高槻市の主張】

ア マイノリティの教育権について

(ア) 自由権規約２７条

， ，a 自由権規約の国内法的効力については 国際連合の人権委員会が

「各締約国が，その選択により，(１) 裁判所または行政機関にお

いて直接援用，適用しうるセルフ・エクセキューティングなものと

するか，または，(２) あらためて国内法を制定しなければ裁判所

または行政機関において直接援用 適用できない つまり セルフ・， ， ，

エクセキューティングなものでないとするか決定することが可能で

ある 」との態度をとり，また憲法９８条２項が「日本国が締結し。

た条約及び確立された国際法規は，これを誠実に遵守することを必

要とする 」と定めるものの，条約の直接適用，自力執行について。

定めた規定がないこと，更には国際人権規約に対する国会審議にお

いて政府が自由権規約をセルフ・エクセキューティングな条約であ

ると確認した事実がないことなどからして，自由権規約はセルフ・

エクセキューティングな条約でないと解するのが正しい。

b また，自由権規約２７条が 「 種族的，宗教的又は言語的少数，（

民族に属する者は，自己の文化を享有し，自己の宗教を信仰しかつ

実践し又は自己の言語を使用する）権利を否定されない」と規定し

ていることや，６条から２６条までの他の権利と規定の仕方が異な

ることを考えると，同条に，国家に対し教育を受けることを求める
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マイノリティの教育権なるものが含まれているとするのは無理な解

釈である。

c 原告子どもらは，マイノリティ権利宣言を自由権規約２７条の解

釈指針であると主張するが，国連総会では全会一致制を採用してい

ないところ，仮に，国連総会の決議が，加盟国に対して法的拘束力

を有するとすれば，これに反対する加盟国との関係で国家主権の制

約の問題が生じることとなる。そのため，国連総会の決議について

は，加盟国に対する法的拘束力を有するものではないとするのが一

般的な解釈である。

マイノリティ権利宣言は，国連総会の決議にすぎず，日本国に対

して法的拘束力を有するものではない。

d 原告子どもらは，一般的意見２３が日本国内における自由権規約

２７条の解釈について拘束力を有するかのように主張するが，一般

的意見は，人権委員会が締約国の報告を検討した結果を一般的な性

格を有する意見として作成したものにすぎないこと（自由権規約４

０条４項 ，締約国はそれに対し見解を提示することができること）

（同条５項）からして，締約国内における自由権規約の解釈につい

て拘束力を有するものではない。

なお，一般的意見２３がいう「積極的な保護措置」とは，国内の

私人又は少数者集団以外の集団による自由権規約２７条に規定する

権利の否定又は侵害を防止することであって，原告子どもらが主張

するような積極的な作為を意味するものではない。

(イ) 社会権規約１３条

社会権規約１３条１項では 「権利を認める」との文言が用いられ，

ているが，これは締約国において，教育を受ける権利が国の政策によ

り保護されるに値する権利であることを確認し，その権利の実現に向
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けて積極的に政策を推進すべき政治的責任を負うことを宣明したもの

であって，個人に対し即時に具体的な権利を付与すべきことを定めた

ものでない。

(ウ) 児童の権利条約３０条

児童の権利条約３０条についても 「権利を否定されない 」との， 。

文言からして，その意味するところについては自由権規約２７条に関

する解釈と同様である。

(エ) 人種差別撤廃条約５条

人種差別撤廃条約５条も 「約束する 」という文言からして，そ， 。

の規定する権利の実現方法や手続等に関する定め方については各締約

国に委ねられているのであって，同条を根拠として，マイノリティの

教育権が具体的に保障されているとはいえない。

(オ) 憲法２６条

憲法２６条１項及びこれに基づく旧教育基本法３条１項は 「すべ，

て国民は」という文言からも明らかなとおり，日本国民に対して教育

を受ける権利を保障したものであって，日本国籍を有しない者に対し

てその教育を受ける権利を保障したものではない。

また，原告子どもらが主張するような具体的な権利を保障したもの

でもない。

(カ) 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律５条は 基本理念にのっ，「

とり，国との連携を図りつつ，その地域の実情を踏まえ」という抽象

的かつ包括的な文言からして，原告子どもらが主張するような具体的

な権利を保障したものではなく，地方公共団体に対して努力目標を定

めたにとどまり，この規定をもって，原告子どもらがマイノリティの

教育権を地方公共団体に対し具体的権利として求めうる根拠法令と解
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することはできない。

(キ) 以上のとおり，原告子どもらが具体的権利として主張するマイノリ

ティの教育権の根拠となる条約，法令はいずれも存しない。

イ 被告高槻市におけるマイノリティの教育権の確立と侵害について

(ア) 原告子どもらの主張イ(イ)（教育権の侵害）について

原告子どもらが主張するようなマイノリティの教育権が，具体的な

法的権利として保障されていないことはさて措き，仮に，従来在日韓

国・朝鮮人教育事業として実施されていたものが保護に値するもので

あるとの前提に立ったとしても，被告高槻市が本件事業を不当に廃止

し，縮小したことはない。

すなわち，市教委は，戦後半世紀以上を経過し，祖国とのつながり

がなくなっている家庭や新たに渡日した家庭，日本人との結婚で複数

， ， ，の文化をもつものなど 置かれている立場や意識 考え方が多様化し

社会が国際化していること等を踏まえ，従来の在日韓国・朝鮮人教育

事業を多文化共生・国際理解教育事業として再構築し，発展的に見直

， 。しているのであって 本件事業を単純に廃止・縮小したわけではない

具体的な事業内容の変更は次のとおりである。これによると，従来

の在日韓国・朝鮮人教育事業は，多文化共生・国際理解教育事業とし

て再構築され，多民族社会を想定した新たな時代認識と発想の転換の

上に立って見直されており，今日ではこの発展的な見直しによって，

国籍が多岐にわたる原告子どもらの現状を的確に反映したものとなっ

ており，何ら違法・不当な点はない。

a 学校子ども会

学校子ども会は，高槻市内の小中学校８校において週１回，各小

中学校の教職員が主体となって実施されていたが 「現在のような，

８校に限定した学校子ども会活動への行政的支援は廃止することが
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望ましい」との平成１３年の提言を受け，さらには平成１４年４月

以降，学習指導要領の改訂に伴い，各学校において総合的な学習の

時間に国際理解などの課題について学習活動を行うものとされたこ

ともあって，平成１５年３月３１日をもって学校子ども会への指導

員の派遣（社会教育所管の事業）はなくなったが，学校子ども会自

体は，引き続き学校教育部所管の事業として，高槻市立の５中学校

及び３小学校に設置されており（ただし，うち１中学校は，外国人

生徒が在籍しなくなったため，平成１６年度から活動は休止してい

る ，これまでのように学習活動及び文化，体育並びにレクリエー。）

ション活動の促進及び指導等の取り組みが行われている。

b 地域子ども会

地域子ども会は，平成１３年度までは中央，別所，成合の３地域

においてそれぞれ週１回開催されていたところ，平成１４年度に別

所子ども会と成合子ども会は北部子ども会に統合され，平成１５年

度からは，渡日児童・生徒のために柱本子ども会を新設し，開催回

数を週２回に増やすことになったが，参加者数が少なかったため，

同年度中に週１回の実施になったものであり，その活動自体は現在

まで存続している。

地域子ども会の統合・新設，開催回数の増減は，参加している児

童・生徒の減少により活動そのものが成立しにくい実態が出てきて

いることや，渡日外国人が増加していることに対応した合理的なも

のである。

c 高校生の会

高校生の会は，平成１５年４月以降，学校子ども会の場合と同様

に，指導員の派遣が廃止されているが，これは在日・渡日の高校生

の生徒数の減少に対応した合理的なものである。
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d 日本語識字教室

日本語識字教室は，在日韓国・朝鮮人一世に対する日本語の読み

書きなどの指導を行う活動であり，青少年課の分室で週２回開催さ

れており，その活動は社会教育部の所管のもとで現在に至るまで継

続している。

(イ) 原告子どもらの主張イ(ウ)（債務不履行）について

争う。

(２) 争点２（原告子どもらの損害）について

【原告子どもらの主張】

本件事業を廃止するという市教委の施策によって，原告子どもらは，学

校子ども会等に通って，自己の文化や言語などに親しむことが出来なく

なったばかりか，日本人児童・生徒や地域社会において，在日韓国・朝鮮

人児童・生徒及び近年渡日してきた在日外国人の児童・生徒に対する外国

人差別を拡大させた。

本件事業の廃止は，単に行政の一施策の廃止に止まらず，在日外国人児

童・生徒のアイデンティティの育成を目指した学校機能の廃止に等しい。

本件事業の廃止により原告こどもらが受けた精神的苦痛に対する慰謝料

は，各人１０万円を下らない。

【被告高槻市の主張】

争う。

２ 原告Ａの請求について

(１) 争点３（被告Ｃ，被告Ｄ及び被告Ｅに対する請求の可否）について

【被告Ｃ，被告Ｄ及び被告Ｅの主張】

公権力の行使に当たる地方公共団体の公務員が，その職務を行うについ

て，故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には，地方公共

団体がその被害者に対し賠償の責めを負うのであって，公務員個人がその
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責めを負うものではない。

したがって，原告Ａの被告Ｃ，被告Ｄ，被告Ｅに対する訴えは，本案の

審理をするまでもなく失当である。

【原告Ａの主張】

， ，ア 一般に 公務員個人が違法行為の責任を負わないと解されているのは

① 国家賠償制度は損害の填補を目的とするものであって，加害者個人

に対する制裁等を目的とするものではないところ，公務員個人への責任

を問わないと解しても 被害者の救済に欠けることはないという点 ②， ，

公務員個人への責任追及を認めると，公務員の職務行為に萎縮効果を及

ぼすことになりかねず，公務員において適法な職務行為まで遂行しなく

なる，あるいは出来なくなる可能性があるという点などが主な趣旨であ

る。

しかし，法形式的には，私人は民法上個人責任を負うのであり，公務

員を私人以上に保護すべき理由はない。少なくとも，明白に違法な公務

で，かつ，行為時に行為者自身がその違法性を認識していたような場合

には，公務員が個人責任を負うとすべきである。このように解しても，

個人責任が認められる場面は限定されていることから，損害賠償義務の

発生を恐れるがゆえに公務員が公務の執行を躊躇するといったような弊

害は何ら発生するおそれがないことは言うまでもなく，かえって，将来

の違法な公務執行の抑制の見地からは望ましい効果が生じることさえ期

待できる。

イ 本件における被告Ｃ，被告Ｄ及び被告Ｅの責任は，市教委自身が本件

事業に携わる非常勤職員に対し報償費を支払うことを指示し，これを長

年承認し，原告Ａは市教委の指示のもと支払いの事務処理を担当してい

たにすぎないことを十分認識しながら，共謀して，原告Ａに対する本件

告訴を行ったことである。
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このように，報償費を詐取したという客観的な事実も，詐取を疑って

しかるべき事情も何ら見あたらないにもかかわらず，詐欺として刑事告

訴を行うというのは，公務としての特段の保護を何ら必要としないほど

明白に違法な公務である。

しかも，被告Ｃ，被告Ｄ及び被告Ｅは，原告Ａが詐欺を行っていない

ことを知りながら，本件告訴を行ったものであり，同被告らは，自らの

行為の違法性を十分に認識していた。

したがって，同被告ら個人も賠償責任を免れない。

(２) 争点４（本件告訴の違法性）について

【原告Ａの主張】

ア 市教委からの報償費に関する指示

市教委と高槻むくげの会は，市教委が高槻むくげの会の行ってきた事

業を引き継ぎ，在日韓国・朝鮮人教育事業を実施するに当たり，非常勤

職員とアルバイト職員（以下「非常勤職員ら」という ）の待遇につい。

て協議を続けてきた。

その中で，当時の社会教育部長Ｕと同和対策部長Ｖから，報償費を非

常勤職員らの待遇の改善に活用する方法，即ち，他人の名義を借りて，

その他人に報償費を支出し，それを非常勤職員らの給料に加算すること

で待遇問題を解決する方法の提示を受け，高槻むくげの会はこれを了解

した（以下「報償費に関する指示」という 。。）

その内容は，実際には在日韓国・朝鮮人教育事業に従事していない指

導員の名義を借用し，同事業に従事したことにして報償費を請求し，こ

うして得た報償費を非常勤職員らの給与の補填に充てるというもので

あった。

在日韓国・朝鮮人教育事業の正職員は，昭和６０年８月１日に在日韓

国・朝鮮人教育事業が発足して以降，市教委が詐欺事件発覚と騒ぎ出す
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平成１５年１０月までの約２０年間，この報償費に関する指示に沿って

報償費の事務処理を行ってきた。

イ 前任者からの引継ぎ

原告Ａは，平成５年４月ころ，前任者から在日韓国・朝鮮人教育事業

の事務を引き継いだ。

その内容は，要旨 「在日韓国・朝鮮人教育事業の非常勤職員は，高，

校生の会や日本語識字教室の指導に従事しているが，実態通りの事務処

理をしていては非常勤職員の勤務時間が正職員並になり，そうなると非

常勤職員の正職員化の問題が起こってくるので，事務処理上は指導に従

事していないことにしている また 在日韓国・朝鮮人教育事業に関わっ。 ，

ているアルバイト指導員の中にも正職員並に勤務している人がいる。こ

， ， ，うした人々に勤務実態に見合う身分保障ができないので その分 待遇

即ち，給与の上乗せをしてきた。在日韓国・朝鮮人教育事業に予算化さ

れている報償費の執行については，年間を通して報償費予算が余りそう

な分を計算しながら，名義借用の了解が得られた人の名前を使って，実

際に指導に従事したことにして報償費を請求し，そうして支出したお金

と高槻むくげの会からの寄付金でもって，非常勤職員やアルバイト職員

の待遇の上乗せをする。このことは市教委と高槻むくげの会との了解事

項である。もちろん市教委の上司もこれらの事情を知っている 」とい。

うものであった。

実務的には，報償費が支払われる仕事に従事していないけれども従事

したとする書類（業務日誌や指導従事簿など）を原告Ａら市教委の在日

韓国・朝鮮人教育事業の担当正職員が作成し，正規の会計から報償費を

受け取り，それを別途の会計に移して，そこから在日韓国・朝鮮人教育

事業で正職員並に勤務する非常勤職員らの給料の上乗せ分として支払う

という方法が取られていた。
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原告Ａは，市教委の前任者から引き継いだ事務を市教委の職務と思い

処理していたにすぎない。

ウ 本件告訴の違法性

被告高槻市は，自らが，本件事業の遂行のため，報償費に関する指示

を行い，原告Ａら本件事業の担当事務正職員に，前述したとおりの事務

処理を行わせ，これによる報償費の拠出を行ってきたにもかかわらず，

原告Ａに「原告Ａが巧妙に指導員の出勤簿等をねつ造し，不正に報償費

を取得していた 」との濡れ衣を着せ，本件告訴を行った。なお，被告。

高槻市は被疑者不詳として本件告訴を行っているが，担当職員は原告Ａ

以外に存在しないのであるから，原告Ａを名指しで告訴したに等しい。

本件告訴は，本件事業を廃止・縮小したいと考えていた被告Ｃと，そ

の指示に従った被告Ｄ及び被告Ｅが共謀して行った虚偽告訴である。

その証拠に，本件告訴に対しては，平成１６年１２月２８日，嫌疑不

十分を理由として不起訴処分がなされている。

【被告らの主張】

ア 本件告訴の対象

そもそも本件告訴は，被告訴人を不詳として行われたものであり，被

告高槻市が原告Ａを告訴した事実はない。

原告Ａは，名指しせずとも支出事務担当者である原告Ａを告訴したの

と同様である旨主張するが，指導員の虚偽申告の可能性や，支出事務担

， ，当者以外の職員の関与や 共謀の有無などが想定されることを考えれば

被告訴人を不詳として告訴することには相当な理由があり，原告Ａの主

張は正鵠を射たものでない。

イ 本件告訴に至る経緯

(ア) 被告高槻市では，平成元年ころから，給与等の支払いについて，事

務手続の安全化・簡素化のため現金払い制から口座振替制への移行が
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推進され，社会教育部青少年課が所管する多文化共生・国際理解教育

事業におけるアルバイト職員の報償費についても，この口座振替制が

導入されることになっていた。

平成１４年１０月４日，多文化共生・国際理解教育事業に携わって

いたアルバイト職員Ｏから当時市教委青少年課主幹であった被告Ｅに

対し，市教委が支払っている報償費について，日本語識字教室の指導

に従事しないで一部支払いを受けていることに問題はないかとの相談

があった。

この相談を受け，被告Ｅが関係者から聞き取りを実施したところ，

勤務実績と異なる報償費の請求がなされていたり，日本語識字教室の

指導に従事した者に高槻むくげの会から報償費が振り込まれていると

いった事実が判明した。

そこで，被告高槻市の公金を管理する高槻市長は，平成１４年１２

月２６日，高槻警察署に対し，実際は多文化共生・国際理解教育事業

の日本語識字教室の指導に従事していないにもかかわらず，複数人が

関与して，事実と異なる内容の指導従事簿を作成し，同簿を基にした

虚偽の支出命令書を作成し，高槻市長に対し報償費を請求し，もって

同市長をして報償費を詐取したとして，被告訴人を「氏名不詳」にて

本件告訴を行った。

(イ) このように，本件告訴にかかる被疑事実は，被告高槻市における事

務手続の簡素化を目的とした報償費の支払手続の変更を契機として発

覚したものであり，多文化共生・国際理解教育事業の実施過程におけ

る報償費の不正受給という看過しがたい事実に対し，厳正なる処罰を

求めるため司直に委ねるべく本件告訴を行ったものである。

原告Ａが主張するように，多文化共生・国際理解教育事業の縮小・

廃止を目的として告訴したものでも，原告Ａを特定して告訴したもの
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でもない。

(ウ) また，原告Ａが主張するような報償費に関する指示を市教委が行っ

た事実はなく，報償費の支払いについて原告Ａが行っていたような事

務処理を市教委が容認しなければならない理由も根拠も存しない。

(３) 争点５（本件配転命令の違法性）について

【原告Ａの主張】

ア 職種限定契約

被告高槻市では，正職員を毎年秋に実施される北摂７市共同で行われ

る試験を経て採用しているが，原告Ａの採用試験は同試験とは別個に実

施されたものであった。

すなわち，被告高槻市では，平成４年３月末に在日韓国・朝鮮人教育

事業専門員２名のうち１名が退職することになり，定員２名のところに

１名の欠員ができることになった。そこで，同月中に在日韓国・朝鮮人

教育事業専門員を採用する試験が実施されることになり，その公募は被

告高槻市の発行する「広報高槻」にだけ掲載され，対象者は在日韓国・

朝鮮人教育に豊かな識見と熱意ある者とされた。

原告Ａは，この在日韓国・朝鮮人教育事業専門員を採用するための試

験に合格して，同専門員として採用され，被告高槻市の教育委員会社会

教育部青少年課在日韓国・朝鮮人教育事業の職に就いたものである。

そして，原告Ａは，平成４年４月から平成１５年３月まで１２年の長

きにわたって，地域子ども会，学校子ども会の指導，教育事業に関する

企画運営，庶務などの事務を担当してきた。

上記の勤務期間を通して，原告Ａは，将来，配置転換があり得るとの

説明を受けたことがなく，在日韓国・朝鮮人教育事業が多文化共生・国

際理解教育事業に変更されるときも，これからは配置転換があり得ると

いった説明はなかったし，実際，これまで，被告高槻市において，在日
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韓国・朝鮮人教育事業専門員として採用された者が，それ以外の業務に

従事するよう配転されたことはない。

このような採用の経緯及び採用後の就労状況に照らせば，原告Ａの職

種は，本件事業に限定されていたものというべきであるから，原告Ａの

承諾なしに，一方的にａ図書館へと職種変更を命じた本件配転命令は無

効である。

イ 配転命令権の濫用

仮に，原告Ａの職種が限定されていなかったとしても，本件配転命令

は権利の濫用というべきであって無効である。

すなわち，被告高槻市は，原告Ａが，本件事業の縮小・廃止に反対す

る意思を表明するなどしていることに対し 「市に反対するものは職員，

としていらない」などと嫌悪感を露わにしていた。

そして，被告高槻市は，原告Ａを詐欺罪で虚偽告訴し，次いで本件配

転命令を行ったのである。

原告Ａが配転を命じられた平成１５年度のａ図書館の正職員の定員は

１２名であり，同年４月，同図書館には既に定員一杯の１２名の正職員

がいたが，原告Ａは定員外の１３人目として加配された。定員過剰のた

め，配転から半年くらいの間，原告Ａがすべき仕事はなく，返却された

本を書架に戻すだけという仕事とはいえないような作業をするに過ぎな

かった。

このように，本件配転命令は，被告高槻市の業務上の必要からでたも

のではなく，本件事業の縮小・廃止に反対する原告Ａに対する報復とし

てなされたことは明白である。

このように不当な本件配転命令は権利濫用であって無効である。

【被告らの主張】

ア 職種を限定した採用ではないこと
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被告高槻市では市教委を含め 職階制が採用されておらず 在日韓国・， ，

朝鮮人教育事業専門員なる職は存せず，原告は事務吏員として採用され

た者である。

在日韓国・朝鮮人教育事業専門員というのは，呼称あるいは採用に当

たって従事する仕事の内容を指称するものとして用いられているにすぎ

ず，原告Ａが職種限定で採用されたわけではない。

また，原告Ａのような市教委プロパーの職員については各市とも別個

に採用される場合があるし，採用試験でも，専ら一般教養を問われただ

けで，特に在日韓国・朝鮮人問題に関する知識を問うための試験に合格

した訳でもない。

イ 本件配転命令が濫用にあたるものではないこと

本件配転命令は，平成１５年３月３１日をもって学校子ども会への指

導員の派遣が廃止されたことに伴い，平成１４年度までは正職員２名，

非常勤職員２名であった人員配置が，平成１５年度からは正職員１名，

非常勤職員１名に半減された結果によるものである。

しかも本件配転命令によって原告Ａの勤務条件について特段の不利益

が生じた訳ではない。すなわち，原告Ａが市教委社会教育部の所属職員

であり，事務吏員であることに変わりはなく，勤務場所が青少年課から

ａ図書館になっただけである。勤務時間については，本件配転命令の前

後を問わず，高槻市教育委員会の職員で特別の勤務に従事するものの勤

（ ）務時間等の特例に関する規則 平成２年高槻市教育委員会規則第２０号

の適用を受け，給与についても，一般職の給与に関する条例（昭和３２

年高槻市条例第３５７号）及び同施行規則（昭和３３年高槻市規則第１

４２号）の適用を受けることに変わりはない。

このように，本件配転命令は，本件事業に関する事務量の減少に伴う

人員配置数の削減の結果として行われたいわゆる水平移動であり，過員
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を理由とする分限免職（地方公務員法２８条１項４号）の回避と適材適

所を旨とした措置であって，何ら違法，不当な点はない。

(４) 争点６（原告Ａの損害）について

【原告Ａの主張】

前記(２)，(３)のとおり，原告Ａは，いわれなき刑事告訴を受け，不当

な強制配転がされたことにより，多大な精神的苦痛を受けた。

上記精神的苦痛に対する慰謝料は１００万円を下らない。

【被告らの主張】

争う。

３ 原告Ｂの請求について

(１) 争点７（本件雇止めの違法性）について

【原告Ｂの主張】

ア 公法上の法律関係においても権利濫用ないし権限濫用の禁止に関する

法理は妥当すること

そもそも権利濫用ないし権限濫用の禁止に関する法理は，解雇に限ら

ず一般的に妥当する法理であって，公法上の法律関係においても適用の

余地のある普遍的法原理である。

そして，任期付きで任用された公務員の任用関係が公法的規律に服す

， ，る公法上の法律関係であるとしても 特段の事情が認められる場合には

権利濫用・権限濫用の禁止に関する法理ないし信義則の法理が妥当する

ことがあり得ると考えるのが相当である。

すなわち，① 任命権者が，非常勤職員に対して，任用予定期間満了

後も任用を続けることを確約ないし保障するなど，期間満了後も任用が

継続されると期待することが無理からぬものと見られる行為をしたとい

うような特別な事情があるにもかかわらず，任用更新をしない理由に合

理性を欠く場合，② 任命権者が不当・違法な目的をもって任用更新を
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， ， ，拒絶するなど その裁量権の範囲を越え またはその濫用があった場合

③ その他，任期付きで任用された公務員に対する任用更新の拒絶が著

しく正義に反し社会通念上是認し得ない場合など，特段の事情が認めら

れる場合には，権利濫用・権限濫用の禁止に関する法理ないし信義則の

法理により，任命権者は当該非常勤職員に対する任用更新を拒絶できな

いというべきである。

イ 本件事業における専門指導員に関する取り決め

本件事業においては，非常勤職員が正職員同様に勤務し，その更新が

繰り返されることが予め取り決められていた。

すなわち，市教委と高槻むくげの会は，昭和６０年，高槻むくげの会

の行ってきた地域子ども会，日本語識字教室，高校生の会などの事業を

被告高槻市が引き継ぎ，新たに在日韓国・朝鮮人教育事業を実施するに

あたり，指導員の身分，人数，非常勤職員らの待遇等について次のよう

な協議を行っている。

まず 当時の市教委の実務担当者であった社会教育部主幹Ｆから 在， ，「

日韓国・朝鮮人教育事業は本来ならば正式職員で対応すべきだが，行財

政改革で職員減らしが課題になっている時期に，在日韓国・朝鮮人教育

事業職員が３名も新規採用されてはこの事業そのものが市民的合意を得

られず潰される。正式職員２名，非常勤職員２名と若干のアルバイトで

この事業を進めたい 」という趣旨の説明がなされた。。

これに対し，高槻むくげの会は 「非常勤は正職員と同じ仕事をする，

のに，これでは待遇にばらつきが出るし，非常勤職員とアルバイト職員

といった不安定な地位や勤務実態に見合わない給与しか支給されないの

では，在日韓国・朝鮮人教育事業に安定して関わってゆくことが難しく

なる 」と指摘した。。

また，主幹Ｆからは 「非常勤職員には週２９時間という勤務時間上，
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の制約があり，非常勤職員が在日韓国・朝鮮人教育事業の日本語識字教

室の指導に従事すると制約時間を超えてしまい，また正職員化問題が起

こる。非常勤職員は日本語識字教室に従事しても，書類上は従事してい

ないことにしたい 」との考えが示された。。

これに対し，高槻むくげの会は，あくまで非常勤職員やアルバイト職

員の正職員化を希望したが 「非常勤職員は日本語識字教室の指導運営，

に責任を持つが，書類上は関わっていないことにする」との市教委の意

向を最終的に了解した。

このように，本件事業における非常勤職員は，当初から正職員同様の

勤務時間，勤務内容，更新の反復継続が予定されていた。

ウ 原告Ｂの採用にあたって取られた措置

原告Ｂは，被告高槻市に，平成５年４月１日，在日韓国・朝鮮人教育

事業のスタッフとしてアルバイト待遇で雇用され，平成１２年４月１日

には，多文化共生・国際理解教育事業の専門指導員として，１年有期の

非常勤職員に採用された。

在日韓国・朝鮮人教育事業専門指導員は，原告Ｂが採用される平成１

， ，２年４月１日以前には ① 高槻市内在住の在日韓国・朝鮮人に限られ

② 採用時に満３０歳未満の者のみで，③ 更新も４年が限度とされてい

たが，原告Ｂの採用と同時に，① 高槻市内に在住の者であれば国籍を

問われなくなり，② 採用時の年齢制限は廃止され，③ 更新は回数制限

でなく満６０歳未満までとの制限に変更された。

このような制限の変遷は，原告Ｂの採用を可能とし，かつ正職員同様

６０歳に達するまで被告高槻市で働けるようにするために取られた措置

であった。

エ 正職員と変わらない就業実態

原告Ｂは，アルバイト時代から，正職員である専門員や非常勤職員で
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ある専門指導員が担当すべき学校子ども会（高槻６中）を担当していた

ほか，市教委が実施する教育事業会議への出席を命ぜられており，平成

１２年４月１日に非常勤職員として専門指導員に採用された後もアルバ

イトのときの担当をそのまま引き継いだ。

具体的には，市教委から日本語識字教室の校長を任され，現場の一番

の責任者として従事し，家庭訪問，啓発雑誌の作成，中学生合宿や在日

。 ，外国人子ども祭などの特別行事の実施のための業務に従事した さらに

小中学校で差別発言や差別落書などの差別事象があった場合には，当該

学校と高槻市内の全小中学校各１名ずつの教師が構成員となっている高

槻市外国人教育研究協議会と連携して，差別事象の解決に取り組むと

いった業務にも従事していた。

非常勤職員である専門指導員の勤務時間は週２９時間と制限されてお

り，原告Ｂも書類上はこの制限内でしか勤務していないこととなってい

たが，実際には，１日８時間を超えて被告高槻市の業務に従事していた

のであり，その勤務内容及び形態は正職員と何ら異なるものではなく，

これは前述の被告高槻市との取り決めで予め定められたことであった。

このように，原告Ｂは，アルバイトとして採用されたときから通算す

れば，本件事業のスタッフとして１１年間，正職員と変わることない実

態で勤務してきた。

オ 更新手続

， ， ， ， ，原告Ｂは 募集 筆記試験 面接の過程を経て 平成１２年４月１日

被告高槻市に採用され，採用の際には委嘱状を受理している。

原告Ｂは，平成１３年，平成１４年，平成１５年の毎年４月１日に更

新を受け，その都度，被告高槻市から委嘱状を交付されてきたが，更新

にあたって筆記試験や面接は実施されず，委嘱状が交付されるだけで

あった。
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カ 他に雇止め事例がないこと

原告Ｂのほかに，本件事業に従事する専門指導員が雇い止めされた事

例は１例もない。

キ 本件雇止めに事業上の必要性がないこと

平成１５年度において，多文化共生・国際理解教育事業には専門員１

名，専門指導員１名，アルバイト２名が配置されていたが，平成１６年

１月にはアルバイト１名が辞職し，さらに原告Ｂを欠いては事業の運営

に支障が出るものと予想されていた。そのため，被告高槻市は，平成１

６年３月３１日，原告Ｂを雇い止めにした後，同年４月１日には新規に

アルバイト１名を多文化共生・国際理解教育事業に雇用している。

このように本件雇い止めは事業上の必要からなされたものではなかっ

た。

ク 地方公務員法の趣旨

そもそも地方公務員法は，地方公務員の任用について期限を定めない

ことを原則とし，例外的に期限付き任用を認めている。これは，繁忙期

における業務の一時的な増大など，任期の定めをする特段の事情がある

場合に限り，これに対処するための例外を許容する趣旨である。

ところが，上記のとおり，原告Ｂは，当初から，恒常的な業務である

本件事業について，正職員の不足を補うために任用されたものである。

このような任用は地方公務員法の予定していないものであって，採用

それ自体が違法な運用と言わざるを得ない。

被告高槻市は，自ら違法に採用し，常勤職員同様に取り扱っておきな

がら，契約終了の段になって非常勤職員であるからと，法の規定を振り

かざすことは許されないというべきである。

ケ 不当な目的

被告高槻市は，原告Ｂが多文化共生・国際理解教育事業の縮小・廃止
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に反対する意思を表明するなどしていることに対し 「市に反対するも，

のは職員としていらない」などと嫌悪感を露わにし，本件訴訟の準備が

， ， ，行われていることを知るや 上記意思表明の報復として 原告Ｂに対し

本件雇止めを行ったものである。

コ 以上のとおり，原告Ｂの就労は期限の定めのないものと実質的に異な

るところがないと評価すべきであるし，原告Ｂが満６０歳に達するまで

就労が継続されるものと期待していたことは合理的であり，この合理的

期待を安易に裏切ってはならないことは当然といわなければならない。

また，各更新において筆記試験や面接が行われることなく，ただ委嘱状

が交付されるだけであったことは，日常の就労の場で被告高槻市が原告

Ｂの「能力の実証 （地方公務員法１５条）を実質的に行い，原告Ｂが」

これをクリアしていたものと言うべきである。

これに対し，本件雇止めは，不当な目的をもってなされ，裁量権の範

囲を逸脱又は濫用したもの，あるいは著しく正義に反し社会通念上是認

し得ないものというべきであって，前記「特段の事情」が認められる。

したがって，本件雇止めは，権利濫用・権限濫用の禁止に関する法理

ないし信義則の法理により許されないというべきである。

【被告高槻市の主張】

ア 公法上の任用関係であること

原告Ｂと被告高槻市（市教委）との間の勤務関係は，公法上の任用関

係であり，私法上の労働契約関係を前提とする原告Ｂの主張はそれ自体

失当である。

また，公法上の任用関係においては，その任用の条件や勤務条件は，

条例，要綱等で定められているのであって，当事者の個別的事情や恣意

的解釈によって規律されることはなく，解雇権濫用法理の類推適用を論

ずる余地もない。
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イ 本件雇止めの必要性

原告Ｂは，市教委によって地方公務員法３条３項３号の非常勤職員と

して１年間の委嘱を受け，その後，平成１３年度，１４年度，１５年度

にも同様の委嘱を受けて，勤務に従事していたものであるが，通算５年

を超えないとの高槻市非常勤職員就業要綱の適用，多文化共生・国際教

育事業の見直しに伴う職員の適正配置の状況の下，平成１６年３月３１

日の委嘱期間の満了とともに，その身分を失ったものである。

すなわち，平成１５年度は非常勤職員である原告Ｂと正職員１名及び

アルバイト２名で，日本語識字教室及び地域子ども会の実施を担当して

いたが，日本語識字教室及び地域子ども会とも，それまでの参加者の減

少傾向に歯止めがかからず，各地域子ども会では，週２回の実施予定で

あったところ，週１回の実施を維持するのが精一杯の状況となったこと

もあって，正職員とアルバイトで対応できるとの判断のもと，非常勤職

員の指導員を廃止することとなった。

これに伴い，市教委は，原告Ｂに対し，平成１６年２月２５日付通知

書をもって委嘱の更新を行わないことを事前通告し（原告Ｂはこの通知

に対し全く異議の申立をしていない ，同年３月３１日の委嘱期間の。）

満了をもって，本件雇止めを行ったのであり，本件雇止めに違法な点は

ない。

ウ 原告Ｂの採用経緯

そもそも原告Ｂは専門指導員の採用試験の結果，補欠として合格した

ものであるところ，正式採用となったのは，前任者が産休を取得したこ

とにより勤務できなくなるという特殊事情による。

また，高槻市非常勤職員就業要綱４条では，非常勤職員の委嘱期間が

１年以内で，委嘱期間の更新については，通算５年を超えない範囲であ

ることが定められており，実際にも，在日韓国・朝鮮人教育事業の非常
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勤職員であった者で，５年を超えてその職に就いていたものは存在しな

い。

採用担当者が，原告Ｂに対して委嘱期間の定めに関わりなく同人の終

身雇用が保障されているかのようなことを述べたこともない。

したがって，原告Ｂが勤務の継続について合理的な期待を抱いても無

理からぬ事情が存したとは到底言えない。

エ 原告Ｂの就労状況

平成１２年度第１回高槻市在日韓国・朝鮮人教育事業運営委員会（会

議次第）添付の〈一般事業計画 「１．定例事業」の表（甲２３の３枚〉

目）によれば，原告Ｂの担当事業及び時間数は，学校子ども会２時間，

地域子ども会１２時間，日本語識字教室６時間であって，１週当たりの

合計時間は２０時間に過ぎず，１週２９時間を原則とするという専門指

導員就業要綱（甲１８）７条２項の定めの範囲内にある。

また，原告Ｂに対し，２９時間を超過する勤務を命じた事実も存しな

い。

加えて，原告Ｂは，非常勤職員として採用される以前から，高槻むく

げの会の会員ないしそのアルバイト職員としての立場で子ども会活動に

関わっており，非常勤職員として採用された後も，高槻むくげの会の会

員の立場において，日本語識字教室の活動に関わっていたとみるのが自

然である。原告Ｂは，非常勤職員としての職務内容と高槻むくげの会の

会員としての活動の両者を区別することなく，同人が本件事業に関して

行ったすべての活動を非常勤職員の職務であると強弁するものであって

失当である。

オ 以上のとおり，原告Ｂの非常勤職員としての地位は，その嘱託期間の

満了により既に終了しており，しかも，同人が任用更新を期待しても無

理からぬ特段の合理的な理由も存しないことは明らかであり，本件雇止
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めには何ら違法・不当な点は存しない。

(２) 争点８（原告Ｂの損害）について

【原告Ｂの主張】

前記(１)のとおり，原告Ｂは，不当な雇止めにより，多大な精神的苦痛

を受けた。

上記精神的苦痛に対する慰謝料は１００万円を下らない。

【被告高槻市の主張】

争う。

第４ 当裁判所の判断

１ 争点１（原告子どもらに対する権利侵害の有無）について

(１) マイノリティの教育権の具体的権利性

ア 原告子どもらは，マイノリティの教育権を，公の費用負担のもと，マ

イノリティとしての教育を受け，マイノリティの言語を用い，マイノリ

ティの文化について積極的に学ぶ環境を享受できる権利と定義し，これ

が国際人権規約やその他の条約等により保障されているとして，本件事

業の廃止・縮小は，この権利を侵害するものであって，違法であると主

張する。

そこでまず，このようなマイノリティの教育権が法的保護に値する具

体的権利といえるかについて検討する。

イ 自由権規約２７条

(ア) 自由権規約２７条は 「種族的，宗教的又は言語的少数民族が存在，

する国において，当該少数民族に属する者は，その集団の他の構成員

とともに自己の文化を享有し，自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自

己の言語を使用する権利を否定されない 」と規定する。。

自由権規約は，条文の文言自体，その主語を締約国ではなく個人と

しており，個人に対して権利を付与する形式で定められていること，
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「 ，憲法９８条２項が 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は

これを誠実に遵守することを必要とする 」と定めていること，昭和。

５５年１０月２４日に日本国政府が自由権規約委員会に提出した第１

回政府報告書及びその翌年の自由権規約委員会第１２会期での審査の

際の政府代表の回答において，規約の国内法律に対する優位を認める

とともに，規約の自力執行性をも認める回答をしていることなどの事

情が認められ，これらを併せ考慮すると，自由権規約の規定には自力

執行力があるとする考えも成り立つ（乙９ 。）

しかし，自由権規約２７条は，その文言から，締約国に対し，本条

の定める権利を侵害しない義務を課したものと解され，それ以上に，

国家による積極的な保護措置を講ずべき義務まで認めたものとは解し

がたい（乙１０ 。）

(イ) これに対し，原告子どもらは，マイノリティ権利宣言（甲１５３）

（ ） （ ） ，やそのコメンタリー 甲１５４ 及び一般的意見２３ 甲１５５ が

自由権規約２７条の定める権利につき，締約国に積極的な保護措置を

講ずる義務を定めていることを根拠に，自由権規約２７条は締約国に

前記不作為義務だけでなく，積極的な作為義務を課したものであると

主張し，証拠（甲１５２，２５７の１，乙１０）中にはこれに沿うも

のもある。

しかし，国連総会決議であるマイノリティ権利宣言は，条約とは異

なり，一方的な行為にすぎないから，我が国に対して法的拘束力を持

つものではないし，そのコメンタリーも，国連内部に設置された人権

教育促進擁護小委員会が活動の一環として作成したものにすぎず，こ

れに法的拘束力を認めることはできない。

また，一般的意見２３は，自由権規約の締約国の履行状況に関する

報告を検討する機関である自由権規約委員会により策定されたもので
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あること，その目的は，規約の実施の促進，締約国への注意喚起など

であって，自由権規約の実施に当たって参考とされることが求められ

ているにすぎないことに照らしてみれば，一般的意見自体が我が国に

（ ）。対して法的拘束力を有するものではないと解される 甲２５７の１

なお，一般的意見２３は，６(１)で「締約国は当該権利の存在と行

使を，その否定と侵害から保護することを確保する義務を負う 」と。

し，(２)で「マイノリティのアイデンティティを保護し，またその構

成員が，その集団の他の構成員とともに，自己の文化や言語を享受し

かつ発展させ，自己の宗教を実践する権利を保護するための，締約国

による積極的措置も必要である 」と定め，前者を締約国の義務とす。

る一方で，後者は必要性を確認するにとどめており，後者に属する積

極的措置を締約国の義務として認めたものでもない（甲１５２ 。）

(ウ) したがって，自由権規約２７条が，国家に積極的な作為を求めるマ

イノリティの教育権を保障するものであり，国内法としての効力を有

することを前提とする原告子どもらの主張は採用できない。

ウ 社会権規約１３条

社会権規約１３条１項は 「この規約の締約国は，教育についてのす，

べての者の権利を認める 「締約国は，教育が，すべての者に対し，。」

‥‥(中略)‥‥諸国民の間及び人種的，種族的又は宗教的集団の間の理

解，寛容及び友好を促進すること‥‥(中略)‥‥を可能にすべきことに

同意する 」と規定する。。

しかし，この条項は，締約国において，すべての者の教育に関する権

， ，利が 国の社会政策により保護されるに値するものであることを確認し

締約国がこの権利の実現に向けて積極的に政策を推進すべき政治的責任

を負うことを宣明したものであって，個人に対し即時に具体的権利を付

与すべきことを定めたものではない。このことは，同規約２条１項が締
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約国において「立法措置その他のすべての適当な方法によりこの規約に

おいて認められる権利の完全な実現を漸進的に達成する」ことを求めて

いることからも明らかである。

したがって，社会権規約１３条から直ちに，原告子どもらが主張する

マイノリティの教育権という具体的な権利が保障されていると認めるこ

とはできない。

エ 児童の権利条約３０条

児童の権利条約３０条は 「種族的，宗教的若しくは言語的少数民族，

又は原住民である者が存在する国において，当該少数民族に属し又は原

， ，住民である児童は その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し

自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定さ

れない 」と規定する。。

この条項の文言は，自由権規約２７条と同様のものであって，国家に

積極的な作為を求める権利を保障するものではない。

オ 人種差別撤廃条約５条

人種差別撤廃条約は，２条２項で 「締約国は，状況により正当とさ，

れる場合には，特定の人種の集団又はこれに属する個人に対し人権及び

基本的自由の十分かつ平等な享有を保障するため，社会的，経済的，文

化的その他の分野において，当該人種の集団又は個人の適切な発展及び

保護を確保するための特別かつ具体的な措置をとる 」と規定し，５条。

で 「締約国は，特に次の権利（教育及び訓練についての権利）の享有，

に当たり，人種，皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別な

しに，すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを

約束する 」と規定する。。

人種差別撤廃条約２条２項は，その規定の仕方からして，締約国が当

該権利の実現に向けた積極的施策を推進すべき政治的責任を負うことを
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定めたにすぎず，この規定から直ちに，マイノリティの教育権という具

体的な権利が保障されていると認めることはできない。

カ 憲法２６条

憲法２６条１項は，教育を受ける権利を保障しており，これに基づく

旧教育基本法３条１項は 「すべて国民は，ひとしく，その能力に応ず，

る教育を受ける機会を与えられなければならないものであって，人種，

信条，性別，社会的身分，経済的地位又は門地によって，教育上差別さ

れない 」と規定する。。

これにより，国は，国民の教育を受ける権利が現実に保障されるよう

， ，教育制度を維持し 教育条件を整備すべき法的義務を負うものであるが

これらの規定が，直ちに原告子どもらの主張するようなマイノリティと

， ，しての教育を受ける権利までを想定して規定しているとはいえず また

憲法２６条１項及び旧教育基本法３条１項は，国の責務について，いず

れも理念を掲げるにすぎず，これらの規定が，原告子どもらが主張する

ようなマイノリティの教育権という具体的な権利を直接保障していると

認めることも困難である。

キ 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律５条

，「 ，人権教育及び人権啓発の推進に関する法律５条は 地方公共団体は

， ， ，基本理念にのっとり 国との連携を図りつつ その地域の実情を踏まえ

人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し，及び実施する責務を負

う 」と規定する。。

同法は，人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について，国，地

， ，方公共団体及び公民の責務を明らかにするとともに 必要な措置を定め

もって人権の擁護に資することを目的として（同法１条 ，地方公共団）

体の責務を抽象的に定めたにすぎず，この規定から直ちに原告子どもら

が主張するようなマイノリティの教育権という具体的な権利が保障され
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ていると認めることは困難である。

ク 以上のとおり，原告子どもらがマイノリティの教育権の根拠として主

張するところは採用できず，ほかに我が国において法的拘束力がある条

約及び法律でマイノリティの教育権という具体的権利として保障したも

のはない。

このようにマイノリティの教育権に具体的権利性が認められない以

上，本件事業の廃止・縮小による権利侵害を観念できず，本件事業の廃

止・縮小の違法をいう原告子どもらの主張には理由がない。

(２) 被告高槻市におけるマイノリティの教育権の確立と侵害

ア マイノリティの教育権の確立

(ア) 原告子どもらは，被告高槻市が，人権教育及び人権啓発の推進に関

する法律５条に基づき，昭和５７年に本件基本方針，平成１０年に人

， ，権教育基本方針 平成１２年に人権教育推進プランをそれぞれ策定し

昭和６０年以来，本件事業として学校子ども会や地域子ども会等を実

施してきたから，原告子どもらが，学校子ども会や地域子ども会等に

参加して，マイノリティとしての教育を受ける具体的権利が確立され

たと主張する。

(イ) なるほど，証拠（甲５，６，１５９～１９７，証人Ｇ，証人Ｈ，原

告Ｉ法定代理人Ｊ）によると，被告高槻市における上記(ア)のような

本件事業の実施が，これらの活動に参加してきた原告子どもらを含む

外国人子弟にとって 自己の文化や言語に親しみ 自らのアイデンティ， ，

ティに誇りを持つことができ，偏見や差別に立ち向かう契機となった

ことが認められる。

しかし，前記(１)で検討したとおり，マイノリティの教育権が具体

的権利といえない以上，上記の施策は，特定の子どもらの具体的権利

に対応して実施されたものとはいえず，また，証拠（甲１５９～１９
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７）によれば，原告子どもらにしても，専ら任意の時期に，任意の会

に参加しているにすぎないことが認められる。そうすると，被告高槻

市が実施した本件事業により原告子どもらが得た利益は，事実上の利

益に過ぎないというべきであり 本件事業の実施により マイノリティ， ，

の教育権という具体的な権利が新たに確立され，これが個々の原告ら

子どもらに帰属するに至ったということはできない。

イ マイノリティの教育権の侵害あるいは債務不履行

(ア) 原告子どもらは，本件事業を廃止・縮小することは，本件事業の実

施によって確立された具体的権利を侵害するものであって違法である

と主張する。

前提となる事実(２)及び証拠（乙２，証人Ｋ，被告Ｅ）によれば，

平成１３年の提言を受けて，平成１５年４月１日以降，市教委は，本

件事業として行ってきた学校子ども会，地域子ども会，高校生の会及

び日本語識字教室（以下「学校子ども会等」という ）のうち，学校。

子ども会及び高校生の会を，社会教育部青少年課から学校教育部に所

管替えし，市教委からの指導員の派遣を廃止したこと，一部の地域子

ども会を統合したこと（もっとも，その後１か所増設されている ，）

これに伴い本件事業に関わる正職員と非常勤職員をそれぞれ１名ずつ

減員し，本件事業全体に対する予算を半減させたことが認められ，被

告高槻市は本件事業の内容を見直し，人的・物的支援を縮小したとい

える。

しかし，被告高槻市が，本件事業を実施したからといって，事業の

具体的な内容や実施の方法等については，被告高槻市の広範な裁量に

委ねられており，地域の実情を踏まえながら，変動する政治・経済・

社会情勢に照らし，決定，変更することができるところであって，そ

の裁量権の範囲を超え，又は濫用する場合にのみ違法になるというべ
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きである。

ところで，前述したとおり（前記ア(イ) ，被告高槻市が実施した）

本件事業の実施により，原告子どもらが様々な利益を受けることがで

きたことは否定できず，そのため，原告子どもらが，本件事業につい

て，従来どおりの継続を強く希望しているとしても，個々の原告子ど

もらがマイノリティの教育権という具体的な権利を得たとはいえない

以上，被告高槻市における行政施策の変更に伴い，原告子どもらが上

， ，記利益を十分に享受できなくなったからといって そのことをもって

被告高槻市が原告子どもらの権利を違法に侵害したということはでき

ない。

また，上記の事情に加え，本件事業の変更の経緯や内容，縮小の規

模に照らすと，本件事業の変更，縮小が，裁量権の範囲を超え，又は

濫用するものであると評価することも困難である。

(イ) また，原告子どもらは，本件事業を通じて，原告子どもらと被告高

槻市とは公法上の契約関係に入ったから，被告高槻市が一方的に本件

事業を廃止・縮小する行為は，債務不履行にあたると主張する。

しかし，前記ア(イ)のとおり，本件事業の実施によって，原告子ど

もらがマイノリティの教育権という具体的な権利を得たとはいえず，

被告高槻市が，原告子どもらに対し，公法上の法律関係に基づく何ら

かの債務を負うことにはならないというべきである。

(ウ) 原告子どもらは，平成１３年の提言は，市教委によって策定された

人権教育基本方針及び人権教育推進プランに反するものとして無効で

あるし，この提言に基づき本件事業を廃止・縮小することは違法であ

り，社会権規約委員会が発表した一般的意見３が，条約に基づく義務

を履行するために実施した措置について後退的な措置をとることは許

されないと規定していることにも反すると主張する。
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しかし，人権教育基本方針や人権教育推進プラン（甲６）は，被告

高槻市の教育分野における人権教育の基本方針を定めた行政指針にす

ぎず，法的拘束力を有するものではない上，一般的意見３が我が国に

対して法的拘束力を有するものでないことは，一般的意見２３につい

て先に述べたところと同様であるから，これらに反することを理由に

本件事業の廃止・縮小の違法無効をいう原告子どもらの主張は採用の

限りでない。

(エ) 以上のとおり，学校子ども会等に参加してマイノリティとしての教

育を受ける利益の侵害や債務不履行をいう原告子どもらの主張には理

由がない。

２ 争点３（被告Ｃ，被告Ｄ及び被告Ｅに対する請求の可否）について

(１) 公権力の行使にあたる国又は公共団体の公務員が，その職務を行うにつ

いて，故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合には，その公

務員が属する国又は公共団体がその被害者に対して賠償の責に任ずるので

あって，公務員個人はその責を負わないものと解すべきである（最高裁昭

和３０年４月１９日第三小法廷判決・民集９巻５号５３４頁，最高裁昭和

）。５３年１０月２０日第二小法廷判決・民集３２巻７号１３６７頁等参照

このことは，国家賠償法１条が，１項において，国又は公共団体の公権

力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加

えたときは，国又は公共団体が，その公務員に故意，過失のいずれがある

場合でも，これを賠償する責に任ずるものとしながら，２項において，公

務員に故意又は重大な過失があったときは，国又は公共団体は，その公務

員に対して求償権を有する旨を規定しているのみで，公務員に故意又は重

大な過失があったときのその公務員個人の他人に対する損害賠償責任につ

いて，何ら規定していないことからも明らかというべきである。

(２) これに対し，原告Ａは，明白に違法な公務で，かつ，行為時に行為者自
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身がその違法性を認識していたような場合には，公務員も個人責任を負う

というべきである旨主張する。

しかし，国家賠償制度は，不法行為制度の一環として，損害の填補を目

的とするものであって，加害者個人に対する制裁等を目的とするものでは

ないところ，国家賠償法１条を前記のように解しても，何ら被害者の救済

に欠けることとなるものではない。

したがって，原告Ａの主張は独自の見解であって，採用の限りでない。

(３) 以上により，原告Ａの被告Ｃ，被告Ｄ及び被告Ｅに対する請求は，その

余について判断するまでもなく，理由がない。

， ， ，なお 被告らは 原告Ａの上記請求にかかる訴えの却下を求めているが

上述したとおり，上記請求は理由がないというだけで，同請求にかかる訴

え自体が不適法となるわけではない。

３ 争点４（本件告訴の違法性）について

(１) 本件告訴に至る経緯等

後掲の証拠によれば，被告高槻市が本件告訴に至った経緯と本件告訴の

内容等について，以下の事実が認められる。

ア 報償費の扱い

(ア) 被告高槻市では，本件事業に従事し，指導に当たったアルバイト職

員に対し その指導に対する謝礼を 報償費の費目で支出している 甲， ， （

１４８～１５０〔各枝番号を含む ，乙２４ 。。〕 ）

なお，報償費の額は，平成１４年当時で１時間あたり１２００円で

あった（甲１４７の１～７ 。）

， ， ，(イ) 原告Ａは 平成４年４月１日 被告高槻市の正職員として採用され

社会教育部青少年課にて本件事業に従事していた。

当時，本件事業に従事する正職員は，原告ＡとＷの２人であり，報

償費の支払事務は，専らＷが行っていたが，平成１５年４月，Ｗが産
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休に入ったため，原告Ａがその事務を引き継いだ。

（以上，乙１４，原告Ａ）

(ウ) 原告Ａは，次のようにして，報償費の支払事務を行っていた（甲２

００の２，乙１４，原告Ａ 。）

a まず，原告Ａは，毎月末に，当月の日本語識字教室の実施状況に

つき，実施日，時間，指導に当たった者の氏名，参加者数，指導内

容を，担当指導員Ｌから聞き取り，高槻市多文化共生・国際理解教

育事業報告書（以下「事業報告書」という。甲１４０の１～６）を

作成する。その際，原告Ａは，実際には本件事業の指導に当たって

いないアルバイト職員の氏名を書き加えていた。

こうしてできた事業報告書に基づき，原告Ａは，アルバイト職員

ごとに，指導にあたった事業名，従事日，従事時間を記載した高槻

市多文化共生・国際理解教育事業指導従事簿（以下「指導従事簿」

という。甲１４１～１４７〔各枝番を含む ）を作成する。〕。

なお，指導従事簿には，日本語識字教室に限らず本件事業すべて

につき，当該アルバイト職員が関与した時間の合計が記載されてお

り，当該アルバイト職員が当月分として受け取るべき報償費の額が

算定されている。

b 翌月初旬，原告Ａは，事業報告書及び指導従事簿を，Ｍ係長に回

し，順次，被告Ｅ主幹，Ｎ課長の決裁を受ける。

， ， （ ） ，その後 原告Ａは 支払命令書 甲１４８の１～１３ を作成し

これについても，青少年課の係長（主査 ，課長補佐（副主幹 ，） ）

課長（主幹）の各決裁と，収入役の決裁を受ける。

原告Ａは，すべての決裁を受けた支払命令書を出納係に持参し，

出納係の指示により高槻市庁内にある銀行から支払われる報償費を

受領する。
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c 原告Ａは，こうして受け取った報償費を，アルバイト職員に支払

い，領収書（甲１４９の１～６）を作成し，これを添付した精算書

（ ） ， 。甲１５０の１～６ について 青少年課と収入役の決裁を受ける

もっとも，実際には本件事業の指導に当たっていないアルバイト

職員の分として受け取った報償費については，原告Ａが，自ら現金

で管理するか，高槻むくげの会名義の銀行口座に入れて管理し，こ

れを本件事業に従事する非常勤職員やアルバイト職員の給与に上乗

せして支払うなどして，費消した。

なお，上記領収書は，原告Ａが，予めアルバイト職員から預かっ

た印鑑を用いて作成していた。

イ 発覚の経緯（甲２７，乙２４，証人Ｌ，被告Ｅ）

(ア) 被告高槻市では，平成元年ころから，職員の給与等の支払いについ

て，事務手続の安全化・簡素化のため，現金払い制から口座振替制へ

の移行が順次，進められていた。

， ，平成１４年９月ころ 当時市教委の青少年課主幹であった被告Ｅは

原告Ａに対し，本件事業における報償費についても，現金での手渡し

から，対象者本人の銀行口座への振込みに変更するよう指示した。

(イ) 平成１４年１０月２日，被告Ｅは，高校生の会に携わっていたアル

バイト職員Ｏから 「原告Ａから 『新しく銀行通帳を作って，その， ，

通帳を預けてほしい 』と言われているが，納得できない。どうした。

ものか 」という相談を受けた。。

職員Ｏは，高校生の会に携わっているが，日本語識字教室には従事

していないと述べ，さらに，受け取っている報償費は 「時給６５０，

円で１日２時間 「１か月５２００円ぐらい」であり 「原告Ａから」 ，

金額を記載した，１枚ものの宛先は書いていない領収書を渡され，そ

れに押印している 」と話した。。



52

(ウ) 被告Ｅは，原告Ａの職員Ｏに対する申し出が非常に不自然であり，

職員Ｏは日本語識字教室の指導従事簿に指導者として記載されていた

こと，どのアルバイト職員にも１か月数万円単位での支払いがあるこ

と，決裁している領収書（甲１４９の１～６）は指導員の連名で市教

委あてのものであることに照らして，報償費の支払いにも不審な点が

あることから，報償費対象者全員に対し，支払実績と聞き取り調査を

実施した。

その結果，日本語識字教室の指導を行っていないのに，行ったもの

として報償費が請求されていること（甲２７ ，報償費が高槻むくげ）

の会からアルバイト職員名義の口座に振り込まれていること，時給が

高槻市の定める額とは異なることが判明した。

(エ) 他方，被告Ｅは，原告Ａからも聞き取り調査を実施した。

， ，原告Ａの説明は 職員Ｏに通帳を預けるように言ったことはないし

職員Ｏは実際に日本語識字教室の指導にあたっており，時給で１２０

０円を支払っているというものであった。

被告Ｅは，原告Ａの同僚であるＰからも事情を聴取したところ，原

告Ａと同様の回答であった。

ウ 本件告訴（甲２８，乙１２，２４，被告Ｅ）

(ア) 被告Ｅは，報償費対象者と支払事務担当者の言い分が全く異なって

いることに加え，更なる調査を行うに当たり，高槻むくげの会の協力

が得られず，かえって人権団体や市議会議員から調査の打ち切りを求

められるなどしたため，行政としてこれ以上の調査を行うことは困難

であると判断し，事案の解明を警察に委ねることとした（乙２４，被

告Ｅ 。）

(イ) 被告高槻市は，報償費について不正受給あるいは架空申請の疑いが

あるものの，それが誰の判断によるものか，またその使途についての
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確証が得られなかったため，被告訴人を氏名不詳としたまま，平成１

４年１２月２７日，高槻警察署に対し，本件事業の一環として実施し

ていた日本語識字教室の指導者に支払っていた報償費が騙し取られた

旨の本件告訴を行った（乙１２，２４ 。）

(ウ) 高槻警察署及び大阪地方検察庁は，本件告訴を受けて捜査を行い，

原告Ａに対する詐欺被疑事件を立件したものの，平成１６年１２月２

８日，この件についての不起訴処分を行った（甲２８ 。）

(２) 本件告訴の違法性について

ア 原告Ａは，市教委は自ら報償費に関する指示を行いながら，あたかも

原告Ａが１人で報償費の不正受給を計画し，実行したかのように述べて

本件告訴を行っており，本件告訴はその内容が虚偽であるばかりか，本

件事業の廃止・縮小のために原告Ａを陥れようとする不当な目的をもっ

てなされた点においても違法であると主張し，証拠（甲１９９，２００

の２，乙１４，２７，原告Ｑ及び原告Ｒ法定代理人Ｓ，原告Ａ）中には

これに沿う部分がある。

イ 市教委の指示等について

前記(１)アに認定した報償費の扱いは，実際には本件事業の指導に当

たっていないアルバイト職員に支給したことにして，別の者に支給して

いるのであって，架空申請と不正受給を含む違法な処理というべきであ

り，市教委による指示に基づく処理であるからとか，前任者の事務を引

き継いだだけであるからといって，適法となるわけではない。

しかも，証拠（乙２４，被告Ｅ）によれば，被告Ｅによる事情聴取の

際，原告ＡやＳから，報償費の扱いは市教委の指示に基づくものである

といった説明は一切なく，かえって原告Ａは，報償費の処理に不正はな

いと強弁していたこと，市教委から報償費に関する指示があった旨の説

明は本件告訴後，高槻警察署に対して初めて行われたものであったこと
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が認められ，これらの事実に照らしてみれば，市教委から報償費に関す

る指示があったとする原告Ａ及びＳの供述は，にわかに信用できない。

なお，原告Ａは，報償費の扱い，とりわけ指導従事簿の記載について

は上司の決裁を得ており，上司の中には自ら日本語識字教室で指導にあ

たっていた者もいたから，指導従事簿に指導にあたっていない者の氏名

があることを承知していたはずであるとも主張する。

しかし，このような事情は，上司の監督責任を問うべき理由にはなっ

ても，上記報償費の処理が適法となるわけではない。

ウ 告訴内容の虚偽について

本件では，告訴状に記載された告訴事実の詳細な内容が不明であるた

， 。 ，め 本件告訴の内容が虚偽であるか否かの判断は困難である もっとも

， ，本件告訴の内容の概要は 前記(１)ウのとおりであったと認められるが

前記(１)アの処理を前提とする限り，報償費の架空申請や不正受給が

あったというべきであり，本件告訴の内容が虚偽であるということには

ならない。

， ，また 報償費の処理が市教委からの指示によるものであったとすれば

当然，共犯者の有無が問題になるところ，本件告訴も，原告Ａだけを対

象として行われたものではないことになる。

エ 本件告訴の目的について

原告Ａは，本件告訴の目的が，本件事業を廃止・縮小することにあっ

たと主張するが，先に認定した本件告訴に至る経緯に鑑みれば，本件告

訴の目的が公金処理の不正を正すことにあることは否定できず，その目

的の不当性をいうことはできない。

オ 以上のとおり，本件告訴の違法をいう原告Ａの主張には理由がない。

なお，被告高槻市が原告Ａによる報償費の架空申請と不正受給を疑っ

たことに相当な理由があり，本件告訴を行うことに正当な理由が認めら
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れる以上，その後，原告Ａに対して不起訴処分がされたことは，先の判

断に何ら消長を来すものではない。

４ 争点５（本件配転命令の違法性）について

(１) 本件配転命令に至る経緯

後掲の証拠等によれば，被告高槻市における原告Ａの採用経緯とその後

の就労状況等について，以下の事実が認められる。

ア 採用経緯（甲２００の１，原告Ａ）

(ア) 原告Ａは，昭和６３年７月から，被告高槻市のアルバイト職員とし

て，在日韓国・朝鮮人教育事業に従事するようになった。

， ， ， ，(イ) その後 原告Ａは 被告高槻市の非常勤職員として採用され 以来

在日韓国・朝鮮人教育専門指導員として，学校子ども会，地域子ども

会，日本語識字教室を担当していた。

(ウ) 平成４年３月，在日韓国・朝鮮人教育事業専門員として従事してい

た正職員２名のうち１名が同月末で退職することとなり，急遽，新た

に正職員の採用試験が行われることとなった。

(エ) 原告Ａは，この試験に合格し，平成４年４月１日，市教委の正職員

として採用され，以来，在日韓国・朝鮮人教育事業専門員として，学

校子ども会や地域子ども会の指導，教育事業に関する企画運営，庶務

などの事務を担当していた。

イ 本件事業の変遷（前記１(２)ウで認定した事実，乙２４，被告Ｅ）

市教委は，昭和６０年以来，本件事業として，学校子ども会，地域子

ども会，高校生の会及び日本語識字教室を実施し，それぞれに市教委か

ら指導員を派遣してきたが，平成１５年４月１日から，これまで行って

きた学校子ども会及び高校生の会への指導員の派遣を廃止することと

なった。

これに伴い，本件事業の担当者を，それまでの正職員２名と非常勤職
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員２名から，正職員１名と非常勤職員１名に削減することになった。

ウ 本件配転命令（甲２００の１，乙２４，被告Ｅ）

被告高槻市は，本件事業を担当していた正職員２名のうち，原告Ａに

対し，平成１５年４月１日付けでａ図書館への異動を命じる旨の本件配

転命令を行った。

本件配転命令により，原告Ａは，被告高槻市の教育委員会社会教育部

青少年課多文化共生・国際理解教育事業から，同部ａ図書館に異動と

なった。

(２) 本件配転命令の違法性について

ア 原告Ａは職種を限定して採用された者か

(ア) 原告Ａは，在日韓国・朝鮮人教育事業専門員採用試験に合格し，同

専門員として採用され，本件事業に従事してきたから，一方的に職種

変更を命じる本件配転命令は無効であると主張する。

(イ) 検討

（ ， ） ， ， ，a 証拠 乙１５ 被告Ｅ によれば 被告高槻市において 職員は

事務吏員，技術吏員，技能吏員，嘱託に分けられており，原告Ａは

事務吏員として採用された者であること，在日韓国・朝鮮人教育事

業専門員というのは職務内容を明らかにするための呼称にすぎない

ことが認められる。

b そして，弁論の全趣旨によれば，毎年実施される正職員採用試験

とは別に，対象者を「在日韓国・朝鮮人の実態認識に立ち，子ども

会活動の指導に識見と熱意のある人」とする採用試験が実施された

ことが窺われるものの，それは，在日韓国・朝鮮人教育事業専門員

が年度途中で退職することになり，急遽後任を採用する必要に迫ら

れていたからにすぎない。

現に，証拠（原告Ａ）によれば，採用試験にあたり，在日韓国・
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朝鮮人問題についての専門的な知識が問われることはなかったこと

が認められ，一般に，在日韓国・朝鮮人教育事業専門員が，特別な

技能や資格，あるいは専門知識を要する職であるとも解されない。

c なお，原告Ａは，これまで配置転換があり得るとの説明を受けた

ことがなく，実際に在日韓国・朝鮮人教育事業専門員であった者が

それ以外の職に異動を命じられたこともなかった旨供述するが，そ

れはこれまで異動の必要がなかったからにすぎず，原告Ａが職種を

限定して採用されたことを裏付ける事情とはならない。

(ウ) したがって，職種限定契約であることを理由に本件配転命令の違法

をいう原告Ａの主張は，採用できない。

イ 配転命令権の濫用について

(ア) 原告Ａは，職種限定契約でなかったとしても，本件配転命令は，業

務上の必要がないのに，本件事業の縮小・廃止に反対する原告Ａへの

報復を目的として行われたものであって，配転命令権の濫用として無

効であると主張する。

(イ) しかし，先に認定したとおり，本件配転命令は，平成１５年４月１

日から学校子ども会及び高校生の会への指導員の派遣が廃止されるこ

とに伴い，担当職員の業務量の減少が見込まれ，人員削減と人材の適

正配置が要請されたことに基づくものであって，業務上の必要性がな

いとはいえない。

(ウ) また，証拠（乙２４，被告Ｅ）によれば，本件事業を担当していた

正職員２名のうち，原告Ａの方が，他方の職員よりも，長らく同じ業

務を担当していたこと，また原告Ａは，平成１４年８月に公費で，社

会教育主事資格を取得しており，広く社会教育分野での活躍が期待で

きることが認められ，配転対象の選択にも合理性があるということが

できる。
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(エ) さらに，証拠（乙３～５，被告Ｅ）によれば，本件配転命令の前と

， 。後とで 給与や勤務時間等の勤務条件に変更はないことが認められる

(オ) 以上を総合してみれば，本件配転命令権の濫用をいう原告Ａの主張

は，採用できない。

ウ したがって，本件配転命令の違法をいう原告Ａの主張は，いずれも理

由がない。

５ 争点７（本件雇止めの違法性）について

(１) 本件雇止めに至る経緯

後掲の証拠等によれば，本件雇止めに至る経緯について，以下の事実が

認められる。

ア 採用経緯（前提となる事実(５)，証人Ｔ）

(ア) 原告Ｂは，平成５年４月１日から，アルバイト職員として，在日韓

国・朝鮮人教育事業に従事し，以来，学校子ども会，地域子ども会，

日本語識字教室を担当していた。

(イ) その後，原告Ｂは，市教委の非常勤職員採用試験に補欠合格し，前

任者が産休のため 平成１２年４月１日 正式採用となり 在日韓国・， ， ，

朝鮮人教育事業専門指導員として，引き続き学校子ども会，地域子ど

も会，日本語識字教室を担当することとなった。

イ 更新状況（前提となる事実(５)，甲１８，１９，乙６）

(ア) 被告高槻市は，在日韓国・朝鮮人教育事業専門指導員（後に多文化

共生・国際理解教育事業専門指導員）を，地方公務員法３条３項３号

に規定する非常勤の嘱託員と定め，委嘱期間につき，高槻市非常勤職

員就業要綱（乙６）並びにこの特別規定である平成１２年４月１日制

定の専門指導員就業要綱（甲１８）及び平成１４年４月１日制定の専

門指導員就業要綱（甲１９）の中で，次のとおり定めている。

a 非常勤職員就業要綱（乙６）第４条
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委嘱期間は１年以内とする。ただし，年度途中で委嘱された者の

委嘱期間は，当該年度の末日までを限度とする。

任命権者は，通算５年を超えない範囲で委嘱期間を更新すること

ができる。

b 専門指導員就業要綱（甲１８，１９）第４条

指導員の委嘱期間は，委嘱した日からその属する年度の末日（特

に必要があるときは，所属長が別に定める月の末日）までとする。

ただし，委嘱期間は，満６０歳を超えて更新することはできない。

(イ) 市教委は，原告Ｂとの間の契約を，平成１３年４月１日，平成１４

年４月１日，平成１５年４月１日から，それぞれ１年間ずつ更新して

きた。

ウ 本件雇止め（前提となる事実(５)，前記４(１)イで認定した事実，乙

７，２３，２４添付の表，証人Ｋ，証人Ｌ）

(ア) 市教委は，昭和６０年以来，本件事業として，学校子ども会，地域

子ども会，高校生の会及び日本語識字教室を実施し，それぞれに市教

委から職員を派遣してきたが 平成１５年４月１日から これまで行っ， ，

てきた学校子ども会及び高校生の会への指導員の派遣を廃止すること

となった。

これに伴い，平成１５年度は，本件事業の担当者を，それまでの正

職員２名と非常勤職員２名から，正職員１名と非常勤職員１名に削減

することになり，当時非常勤職員であったＬと原告Ｂのうち，Ｌを平

成１５年３月３１日で雇止めとした（乙２４添付の表，証人Ｌ 。）

(イ) さらに，平成１５年度は，地域子ども会について，４か所で週２回

実施する予定にしていたところ，参加者が集まらず，実施回数を週１

回に改めることとなり，それに伴い正職員１名とアルバイト職員２名

で対応することが可能となり，そうすることが財政負担も低額にとど
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めることができるとの判断から，平成１６年４月１日より非常勤職員

に代えてアルバイト職員を雇うこととなった（乙２３ 。）

(ウ) これに伴い，市教委は，原告Ｂに対し，平成１６年２月２５日，同

年４月１日以降の更新は行わない旨を通知し，同年３月３１日をもっ

て本件雇止めを行った（乙７ 。）

(２) 本件雇止めの違法性について

ア 地位確認及び賃金請求について

先に認定したとおり，原告Ｂは，非常勤の嘱託員（地方公務員法３条

３項３号）であり，就業要綱で委嘱期間を１年と定め，委嘱期間が経過

したときは任期満了により当然に退職する職員として任用されたもので

ある。

このように被告高槻市における原告Ｂの地位が，公法上の任用関係に

基づくものである以上，その内容は任用行為によって決定され，それ以

外の事情によって，その地位が決定されたり，変更されたりすることは

ない。

原告Ｂは，公法上の法律関係においても権利濫用ないし権限濫用の禁

止に関する法理が適用され，原告Ｂに対する任用更新は拒絶できない旨

主張するが，非常勤職員に新たな任用を求める行政処分を要求する権利

を認めた法規はないし，権利ないし権限の濫用として非常勤職員の地位

を認めるとすれば，法に何ら規定がないにもかかわらず，行政処分とし

ての任用行為を要求する権利を付与することになるのみならず，任命権

者の任用行為が存在しないのに実質的に雇用期間の定めのない非常勤職

員を生み出す結果をもたらし，相当といい難い。

そして，原告Ｂは，平成１５年４月１日に，委嘱期間を１年間として

任用更新され，平成１６年３月３１日に委嘱期間の経過による任期満了

によって退職したのであるから，原告Ｂが，任期満了後に再び任用され
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る権利若しくは任用を要求する権利又は再び任用されることを期待する

法的利益を有するものと認めることはできない。

したがって，原告Ｂを再び任用しなかったとしても，その権利ないし

法的利益が侵害されたものと解する余地はなく，原告Ｂの請求のうち，

平成１６年４月１日以降も非常勤職員としての地位にあることの確認を

求め，同日以降の賃金の支払いを求める部分については，理由がない。

イ 慰謝料請求について（その１）

任命権者が，期間の定めのある非常勤職員に対して，任期満了後も任

用を続けることを確約ないし保障するなど，任期満了後も任用が継続さ

れると期待することが無理からぬものとみられる行為をしたというよう

な特別の事情がある場合には，職員がそのような誤った期待を抱いたこ

とによる損害につき，国家賠償法に基づく賠償を認める余地がある（最

高裁平成６年７月１４日第一小法廷判決・裁判集民事１７２号８１９頁

参照 。）

そこで，このような特別の事情が認められるかについて，以下検討す

る。

(ア) 原告Ｂは，本件事業発足当時，市教委と高槻むくげの会との間で，

本件事業における非常勤職員の地位は正職員と実質的に同等とする旨

の取り決めが行われ，当初から非常勤職員の任用は継続的に更新され

， （ ， ）ることが予定されていたと主張し 証拠 甲１９９ ２４５～２４８

中にはこれに沿う部分がある。

しかし，原告Ｂが主張する取り決めがあったとしても，そのことに

よって，非常勤職員について任期満了後も任用を続けることを確約な

いし保障することまでをも意味する取り決めであったとは解しがた

い。

また，原告Ｂが，本件事業発足当時（昭和６０年）のやりとりを信
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用して非常勤職員になったとは考え難く，証拠上もそのような事情は

窺えない。

， ， ，(イ) 次に 原告Ｂは 市教委は原告Ｂを採用するために採用条件を緩め

更新回数の制限も撤廃するなどしており，原告Ｂが６０歳まで働ける

ものと期待したことには理由がある旨主張し，証拠（甲２１０，原告

Ｂ）中にはこれに沿う部分がある。

しかし，証拠（証人Ｔ）によれば，採用条件の変更は，他の職種と

機を同じくして行われたものにすぎず，原告Ｂの採用を目的としたも

のではない。このことは原告Ｂが補欠合格であったことによっても裏

付けられる。

また，証拠（乙６，２３）によれば，原告Ｂが採用された後も，更

新については通算５年を超えないとの制限があり，更新回数の制限が

撤廃されたという事実もない。

かえって，証拠（甲２１０，原告Ｂ）によれば，更新の都度，原告

Ｂは市教委から委嘱状の交付を受けており，委嘱期間が１年であるこ

とを認識していたはずであり，その際に，次年度以降の更新が確約さ

れたとか保障されたといった事情は証拠上何ら窺えない。

(ウ) さらに，原告Ｂは，専門指導員としての業務は恒常的なものであっ

て，勤務時間も実質的に正職員と同様であったから，期限の定めがな

いものと期待して然るべきであったと主張し，証拠（甲２１０，原告

Ｂ）中にはこれに沿う部分がある。

しかし，当該職場の事務量を正職員によって処理することが客観的

にみて困難である場合に，非常勤職員を採用して特別の習熟，知識，

技術又は経験を必要としない事務を担当させることが，地方公務員法

上およそ許されないものとは解されない。

また，証拠（原告Ｂ）によれば，原告Ｂは，専門指導員になった後
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も，高槻むくげの会に所属し，その会員としての活動も並行して行っ

ていたことが認められ，原告Ｂが本件業務の内容や時間について述べ

るところは，専門指導員として業務命令に基づき行うものと，高槻む

くげの会の会員としてボランティアで行うものとの区別が必ずしも明

確でなく，にわかに採用しがたい。

(エ) ほかに，市教委が，原告Ｂに対し，任期満了後も任用を継続される

と期待させるような行為をしたという特別の事情を認めるに足る証拠

はなく，任用継続に対する期待が侵害されたとして賠償を求める原告

Ｂの請求には理由がない。

ウ 慰謝料請求について（その２）

なお，原告Ｂは，報復的な意図をもってなされた本件雇止め行為自体

違法であり，これによる精神的損害を賠償すべきであるとも主張する。

しかし，先に認定したとおり，本件雇止めは，平成１５年度中に当初

週２回予定していた地域子ども会が週１回に改められたことに伴い，人

員の削減と財政負担の軽減が要請されたことに基づくものである（前記

(１)参照 。）

また，これに先立つ平成１５年度の人員削減時に，原告Ｂは対象とさ

れていないことも併せ考慮すれば，本件雇止めが原告Ｂ個人に対する報

復等の不当な目的をもってなされたものとは解されない。

したがって，この点についての原告Ｂの主張には理由がなく，他に原

告Ｂが被告高槻市に対して国家賠償を求め得る理由はない。

６ まとめ

以上判示してきたところによれば，原告らの請求はいずれも理由がないか

らこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。

（口頭弁論終結日 平成１９年９月３日）
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大阪地方裁判所第５民事部

裁判長裁判官 山 田 陽 三

裁判官 中 山 誠 一

裁判官 上 田 賀 代


